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第１章 本調査事業の概要 
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Ⅰ 本調査事業の目的 

林業の現場においては、依然として死亡事故を含む労働災害が多発しており、林業を行う

者の安全の確保が急務であるとともに、人口減少社会の中でも、林業が選ばれる産業として

成長し、新規就業者を獲得し、定着させるためにも待ったなしの課題となっている。このた

め、労働災害の発生を抑制することにより、林業を成長産業化することが不可欠である。 

一方で、林業においては一人親方等（労働者以外の者。事業主、自伐林家、自伐型林業を

行う者を含む）が行う林業作業については、労働者による作業でないことから、災害の発生

状況や要因等が把握できておらず、災害分析や安全対策等が行われていない状況にある。 

そのため本事業では、一人親方等の林業災害防止のための安全対策を検討するにあたり

次の項目について実施した。 

 

（1）一人親方等の林業災害防止のための安全対策の検討会の開催 

（2）一人親方等の林業災害や安全対策の現状把握と課題分析 

① 文献や各種統計等の調査・分析 

② 都道府県等の一人親方等への情報伝達手法等に関する調査・分析 

③ 労働者災害補償保険第二種特別加入団体に関する調査・分析 

④ 一人親方等に対する調査・分析 

（3）一人親方等の安全対策の取りまとめ・現場で活用する点検マニュアルの作成 

（4）調査報告書の作成 

 

Ⅱ 本報告書の構成と調査手法 

本報告書構成は次の通りとなる。なお、本事業における調査業務等については、第 3 章

から第 8 章の章立て構成の順序で実施した。 

第 2 章では、本事業における検討会構成委員の紹介及び全 4 回の検討会の議事内容を紹

介している。 

第 3 章では、林業における一人親方等に関する基礎情報について、オープンデータから

一人親方等を取り巻く現状を整理した。 

第 4 章では、発注者から貸与された都道府県林務部局のリストを基に、都道府県等が把

握している一人親方等の就労状況や一人親方等への情報伝達方法などについて、メールに

よるアンケート調査を実施し、その実態を明らかにした。 

第 5 章では、厚生労働省及び各都道府県労働局が公表している労働者災害補償保険の第

二種特別加入団体のリストに基づき、第二種特別加入団体が把握している一人親方等の情

報や、一人親方等への情報伝達方法等について郵送によるアンケート調査を実施し、その

実態を明らかにした。 

第 6章では、都道府県及び第二種特別加入団体が把握している一人親方等のリストに基づ

き、一人親方等に対し、労働実態や労災保険の加入状況等を把握することを目的として、郵

送によるアンケート調査を実施した。さらに、アンケート調査に回答頂いた一人親方等の中

から、労働実態や有効な作業安全対策を把握・深堀し、安全対策等のパンフレットや点検マ

ニュアルを作成するための基礎情報を得ることを目的にヒアリング調査を実施した。  
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第 7 章では、第 4 章から第 6 章までの 3つの調査結果を総括し、都道府県の一人親方等

の把握状況、一人親方等への支援と連携、一人親方等の作業安全対策について現状及び課

題を整理した上で、各都道府県の参考事例も踏まえながら、今後の対応の在り方を論じた。 

第 8 章では、本事業における各種調査結果や検討会委員の意見等も踏まえ、一人親方等

の林業災害防止のための安全対策等のパンフレット、点検マニュアルを作成した。 

第 9 章では、巻末資料として本事業の検討会の要旨録及び各種調査で作成した調査票及

び集計表を掲載している。 

なお次章以降、表題や各種調査実施時における記載を除き、本文中では、都道府県等の

一人親方等への情報伝達手法に関する調査は、「都道府県調査」、労働者災害補償保険第二

種特別加入団体に対する調査は「特別加入団体調査」、林業の一人親方等に対する調査は、

「一人親方等個人調査」と称することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 一人親方等の林業災害防止の 

ための安全対策検討会の開催 
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Ⅰ 検討会の設置及び委員の選定 

一人親方等の林業災害防止のための安全対策を検討するにあたり、労働災害や安全対策

の状況の調査・安全対策及び対策の普及・啓発の効果的な推進方策等を検討するため、林

業の経営者、社会保険労務士、学識経験者、労働安全に係る専門家等から構成される検討

会を設置した。 

なお、検討会委員の選任に当たっては、発注者との協議の上、次の 4 名の専門家等にご

承諾頂いた。 

 

図表 2-1 検討会構成委員名簿 

氏名 所属等 

上村 巧 

国立研究開発法人 

森林研究・整備機構 森林総合研究所 

林業工学研究領域 伐採技術担当チーム長 

片平 有信 
特定非営利活動法人 富士森林施業技術研究所 

施業技術研究チーム長 

◎ 興梠 克久 
筑波大学 生命環境系 農学域 

森林資源社会学研究室 准教授 

山崎 広輝 
中小企業診断士・社会保険労務士事務所 

みらいの経営 代表コンサルタント 

（五十音順 敬称略）、◎は座長 
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Ⅱ 検討会の開催日及び議事内容 

本検討会は全 4 回開催し、主な議事内容は以下のとおりである。なお、詳細な議事内容

は第 9 章に掲載のため参照されたい。 

 

図表 2-2 検討会の開催日及び議事内容 

開催回 開催日 議事内容 

第1回 

令和2年 

9月30日(水) 

（オンライン開催） 

1.検討会委員等の紹介 

2.本事業の概要及びスケジュールについて 

3.都道府県に対する調査概要及び調査票案について 

4.第二種特別加入団体に対する調査概要及び調査票案について 

第2回 

令和2年 

12月2日(水) 

（オンライン開催） 

1.都道府県に対する調査の結果報告について 

2.第二種特別加入団体に対する調査の結果報告について 

3.一人親方等に対する調査概要について 

4.統計・文献等調査の状況報告等について 

第3回 

令和3年 

2月4日(木) 

（オンライン開催） 

1.一人親方等に対する調査結果報告について 

2.調査結果報告書のまとめ案について 

3.安全対策等のパンフレット・点検マニュアルの骨子について 

4.調査結果報告書の骨子について  

第4回 

令和3年 

3月2日（火） 

（オンライン開催） 

1.調査結果報告書案について 

2.安全対策等のパンフレット案について 

3.点検マニュアル案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 林業における一人親方等に 

関する基礎情報 
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Ⅰ 一人親方等の定義 

一人親方は労働者災害補償保険法第 33 条第 3 項において、「労働者を使用しないで行う

ことを常態とする者」と定義されているが、林業においては、労働者以外の者や事業主、

自伐林家、自伐型林業を行う者が一人親方等に該当することから、本事業では林業の一人

親方等の区分について以下のとおり定義した。 

 

図表 3-1 一人親方等の用語の定義 

林業の一人親方等 
下記 3つの対象（一人親方、自伐林家、自伐型林業を行う者）を総

称したもの 

一人親方 
労働者を雇わずに自分自身のみ、または自分自身とその家族だけで

林業を行っているもの 

自伐林家 
山林を所有して林業を営んでおり、自家労働を中心に自己所有林か

ら素材を生産する林業を行っているもの 

自伐型林業を行う者 
他者の森林管理を受託し、施業を実施している個人事業者・NPO等

（併せて、所有山林で林業を行っている場合も含む） 
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Ⅱ 一人親方等を取り巻く現状 

１ 林業の安全対策に関する国の動向 

林業においては、死亡事故を含む労働災害が多発しており、林業を行う者の安全の確保

が急務である。厚生労働省は、平成 30 年度からの 5 年間を計画期間とする「第 13次労働

災害防止計画」を策定しており、同計画では、「林業」が死亡災害の撲滅を目指した対策を

推進する重点業種に位置付けられている。同計画に基づき、林野庁、厚生労働省、関係団

体等が連携して、死亡災害が多発している伐木等作業における安全対策の充実強化を図る

こととしている。 

また、平成 31 年 2 月には、厚生労働省において労働安全衛生規則等関連法令の見直し

が行われ､令和 2 年 1 月にはチェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン

等が改正された。 

 

図表 3-2 第 13 次労働災害防止計画の概要（抜粋） 
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農林水産省では、令和 2 年から令和 3 年にかけて、農林水産業や食品産業において、さ

らなる作業安全対策を講じるため、農林水産業・食品産業の現場に携わる学識経験者や関

係団体、先進的な取組を行う事業者などが一堂に会し、業種の垣根を越えて新たな作業安

全対策を忌憚なく議論する「農林水産業・食品産業の現場の新たな作業安全対策に関する

有識者会議」を設置している。 

当該有識者会議での議論を踏まえ、農林水産省では、事業者の方や事業者団体向けに

日々留意し、実行して頂きたい事項を整理した「農林水産業・食品産業の作業安全のため

の規範」を策定したところである。 

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」は農林水産業・食品産業の各業種に

共通する基本的な事項を整理した「共通規範」と、農業、林業、木材産業、漁業、食品産

業の 5 つの業種それぞれの「個別規範」としており、林業においては、作業安全確保のた

めに必要な対策や事故発生時の備え、事業者向けのチェックシート等を作成している。 

さらに、林政審議会（林野庁）では、次期森林・林業基本計画の検討の中で、「死傷年千

人率を 10 年後に半減させる」といった目標を検討しており、実現に向け一層の取組が必要

である。 

図表 3-3 作業安全規範の標識  
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２ 林業従事者の現状 

（１）林業従事者数等の推移 

林業従事者数は、昭和 55 年の 14.6 万人から 10.1 万人減少し、平成 27 年で 4.5万人で

ある。また、平成 27 年における全産業の高齢化率が 13％であるのに対し、林業では 25％

と約 2 倍程度高くなっている。一方で、林業の若年者率は昭和 55 年から、増減を繰り返し

ながら推移し、平成 27 年には 17％まで上昇している。 

 

図表 3-4 林業従事者数等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：総務省『国勢調査』 

 

（２）林業従事者の構成の推移 

林業従事者の構成をみると、直近の平成 27 年では、林業従事者の総数 45,440 人のうち、

労働者が 33,430 人、労働者以外が 12,010 人となっている。 

 

図表 3-5 林業従事者の構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

林業従事者数 高齢化率（全産業） 高齢化率（林業）
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（３）労働者以外の従業上の地位 

国勢調査では、労働者以外について「役員※２」「雇人のある業主※３」「雇人のない業主※４」

「家族従業者※５」「家庭内職者※６」「従業上の地位「不詳」」で分類している。 

本事業においては、一人親方等個人への調査結果と比較を行うために、国勢調査におけ

る「雇人のない業主」を比較対象とする。 

平成 27 年の国勢調査における、労働者以外の従業上の地位は「雇人のない業主」が 6,020

人と最も多く、次いで「雇人のある業主」が 2,300 人、「家族従業者」が 2,110 人と続いて

いる。 

 

図表 3-6 労働者以外の従業上の地位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１従業上の地位別の労働者以外を算出するにあたり、図表 3-5の労働者以外の数値と若干差異がある 

※２役員：会社の社長・取締役・監査役、団体の理事・監事、公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 

※３雇人のある業主：個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで、雇人がいる人 

※４雇人のない業主：個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで、 

個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 

※５家族従業者：農家や個人商店などで、農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 

※６家庭内職者：家庭内で賃仕事（家庭内職）をしている人 

 

出典：総務省『国勢調査』 
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平成19年度

1,922人

大分県

367 人

福岡県

241 人

熊本県

241 人

福島県

209 人

茨城県

86 人

高知県

74 人

岩手県

67 人

滋賀県

57 人

愛知県

56 人

京都府

55 人

その他

469 人

 

（４）林業における労働者災害補償保険加入者数等の推移 

林業の労働者災害補償保険（第二種特別加入）加入者数は、平成 19 年度の 1,922人から

減少傾向で推移しており、平成 30 年度で 1,732 人となっている。また、第二種特別加入団

体数は、情報が開示されている平成 27 年度の 108 団体から近年横ばいで推移しており、

平成 30 年度で 109 団体となっている。 

 

図表 3-7 林業の労働者災害補償保険（第二種特別加入）加入者数及び特別加入団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：厚生労働省『労働者災害補償保険事業年報』（各年度末現在） 

 

平成 19 年度の林業の労働者災害補償保険（第二種特別加入）加入者数を都道府県別にみ

ると、「大分県」が 367 人と最も多く、次いで「福岡県」、「熊本県」が 241 人、「福島県」

が 209 人、「茨城県」が 86 人と続いている。加入者数 1,922 人のうち、約 4 割以上が九州

地方を占めており、地域により偏在があることがうかがえる。 

 

図表 3-8 都道府県別特別加入者数（抜粋）（平成 19 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加入者数 団体数

資料：労働者災害補償保険事業年報（各年度末現在）
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出典：『地域森林管理の主体形成と林業労働問題』 志賀和人・藤掛一郎・興梠克久 編著 

※厚生労働省情報開示資料より作成 
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３ 林業従事者の労働災害を取り巻く現状 

（１）林業労働災害の発生状況 

林業における労働災害発生数の推移をみると、死亡災害は平成 11 年の 71 人から、令和

元年にかけて増減を繰り返しながら減少傾向で推移し、33 人となっている。また、死傷災

害については平成 11 年の 3,191 人から減少傾向で推移し、令和元年で 1,248 人となって

いる。 

林業における死傷年千人率※は、近年減少傾向で推移しており、平成 27 年の 27.0 から

6.2 減少し、令和元年で 20.8 となっている。 

また、全産業と死傷年千人率を比較すると、林業における死傷年千人率は令和元年で約

10 倍程度高い値となっている。 

 

図表 3-9 林業における労働災害発生の推移（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-10 業種別死傷年千人率（休業 4 日以上）の推移 

 全産業 林業 製造業 鉱業 建設業 農業 漁業 

平成27年 2.2 27.0 2.8 7.0 4.6 5.2 8.0 

平成28年 2.2 31.2 2.7 9.2 4.5 5.1 8.9 

平成29年 2.2 32.9 2.7 7.0 4.5 4.9 8.1 

平成30年 2.3 22.4 2.8 10.7 4.5 5.2 7.4 

令和元年 2.2 20.8 2.7 10.2 4.5 5.2 7.3 

※死傷年千人率とは、労働者 1,000人あたり 1年間に発生する死傷者数を示すもの 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 
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（２）年齢別死亡災害発生状況 

平成 27 年から令和元年までの林業における死亡災害は 183 件となっており、死亡災害

の発生状況を年齢別にみると、「60 歳以上」が 51.4％と最も多く、次いで「50～59 歳」が

18.6％、「40～49 歳」が 13.7％と続いている。 

 

図表 3-11 年齢別死亡災害発生状況（平成 27 年～令和元年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 

 

（３）事業場規模別死亡災害発生状況 

死亡災害の発生状況を事業場規模別にみると、「9 人以下」が 56.8％と最も多く、次いで

「10～29 人」が 29.0％、「30～49 人」が 10.4％と続いている。 

 

図表 3-12 事業場規模別死亡災害発生状況（平成 27 年～令和元年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 
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（４）事故の型別死亡災害発生状況 

死亡災害の発生状況を事故の型別にみると、「激突され」が 43.7％と最も多く、次いで

「墜落・転落」が 18.6％、「崩壊・倒壊」が 14.2％と続いている。 

 

図表 3-13 事故の型別死亡災害発生状況（平成 27 年～令和元年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 

（５）起因物（中）別死亡災害発生状況 

死亡災害の発生状況を起因物（中）別にみると、「環境等」が 71.0％と最も多く、次いで

「車両系木材伐出機械等」が 10.9％、「動力運搬機」が 4.9％と続いている。 

 

図表 3-14 起因物（中）別死亡災害発生状況（平成 27 年～令和元年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 
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（６）起因物（小）別死亡災害発生状況 

死亡災害の発生状況を起因物（小）別にみると、「立木等」が 61.7％と最も多く、次いで

「地山、岩石」が 7.7％、「伐木等機械」が 5.5％と続いている。 

 

図表 3-15 起因物（小）別死亡災害発生状況（平成 27 年～令和元年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 

 

（７）月別死亡災害発生状況 

死亡災害の発生状況を月別にみると、「9月」が 23 件と最も多く、次いで「11 月」が 22

件、「1 月」が 18 件となっている。 

 

図表 3-16 月別死亡災害発生状況（平成 27年～令和元年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 
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（８）労働局別死亡災害発生状況 

死亡災害の発生状況を労働局別にみると、「北海道局」が 28 件と最も多く、次いで「宮

崎局」が 17 件、「岩手局」が 12 件、「鹿児島局」が 11 件と続いており、都道府県労働局ご

とに死亡災害発生状況に隔たりがある。 

 

図表 3-17 労働局別死亡災害発生状況（平成 27 年～令和元年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 

 

  



21 

 

（９）林業における労働者以外の死亡者数について 

林業における「労働者以外（一人親方、事業主等）の死亡者数」をみると、平成 27 年か

ら令和元年にかけて約 10 人前後で推移しており、令和元年には 10 人の一人親方等が労働

者以外の作業中の死亡者として把握されている。 

 

図表 3-18 林業における労働者以外の死亡者数について 

 
労働者以外の死亡者数※１ 

（一人親方、事業主等） 

（参考） 

労働者の死亡者数※２ 

平成27年 10人 38人 

平成28年 12人 41人 

平成29年 5人 40人 

平成30年 9人※３ 31人 

令和元年 10人 33人 

※１労働者以外の死亡者数は、都道府県が報道等によって把握した死亡者数。 

※２労働者の死亡者数は、労働安全衛生規則第 97条に基づき、労働者が死亡（又は休業）した場合に事業者に 

課される報告によって把握された死亡者数であり、事業主やいわゆる一人親方については含まれない。 

※３平成 30年労働者以外の死亡者数（一人親方、事業主等）について、令和 2年 6月 25日にこれまでの 10人 

から 9人に変更。 

 

出典：林野庁業務資料、厚生労働省『職場のあんぜんサイト』 
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Ⅰ 都道府県調査の概要 

１ 調査の目的 

林業の現場においては、依然として死亡事故を含む労働災害が多発しており、林業を行う

者の安全の確保が急務であるとともに、人口減少社会の中でも、林業が選ばれる産業として

成長し、新規就業者が定着するためにも労働災害の発生を抑制することが不可欠である。 

特に、林業における一人親方等（労働者以外の者。事業主、自伐林家、自伐型林業を行

う者を含む）が行う林業作業については、労働者による作業でないことから、災害の発生

状況や要因等が把握できておらず、災害分析や安全対策等が行われていない状況にある。 

本調査は、各都道府県の一人親方等への情報伝達手段や実態を把握し、一人親方等の林

業災害防止のための安全対策を検討するための基礎資料とすることを目的に実施した。 

 

２ 調査対象 

47 都道府県庁の林務部局 

 

３ 調査期間 

令和 2 年 10月 9 日から令和 2年 10 月 23日 

 

４ 調査方法 

メールによる配布・回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

都道府県調査 47 47 100％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示している。また、小数点

以下第 2 位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという

見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合がある。 

・回答者数が 1 桁の場合、回答件数による表記としている。 

 

７ 本調査における用語の定義 

本調査では、林業の一人親方等の区分について以下の定義付けを行っている。 

林業の一人親方等 
下記 3 つの対象（一人親方、自伐林家、自伐型林業を行う者）を総

称したもの 

一人親方 
労働者を雇わずに自分自身のみ、または自分自身とその家族だけで

林業を行っているもの 

自伐林家 
山林を所有して林業を営んでおり、自家労働を中心に自己所有林か

ら素材を生産する林業を行っているもの 

自伐型林業を行う者 
他者の森林管理を受託し、施業を実施している個人事業者・NPO 等

（併せて、所有山林で林業を行っている場合も含む） 
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Ⅱ 都道府県調査結果 

１ 都道府県における一人親方等の把握状況について 

問 1 貴都道府県では、林業における一人親方等（自伐林家、自伐型林業を行う者を含む）

のリストを把握していますか。 

一人親方等の把握を目的とするものだけでなく、二次的に把握している場合も含み

ます（貴都道府県等で行っている事業の関係者（支援対象者等）である場合、林業

経営体一般について調査をしている場合、講習会参加者の所属等で自営であること

がわかる場合等）。 

一人親方のリストの把握状況について、「全数把握している」が 4.3％、「一部把握して

いる」が 21.3％、「把握を検討している」が 2.1％となっており、「全数把握している」と

「一部把握している」をあわせた“把握している”が 25.6％となっている。 

自伐林家のリストの把握状況について、「全数把握している」が 2.1％、「一部把握して

いる」が 14.9％となっており、“把握している”が 17.0％となっている。 

自伐型林業を行う者のリストの把握状況について、「全数把握している」が 2.1％、「一

部把握している」が 10.6％となっており、“把握している”が 12.7％となっている。 

上記分類をしていないのリストの把握状況について、「一部把握している」が 14.9％と

なっている。 

 

図表 4-1 都道府県における一人親方等のリストの把握状況 
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問 2 【問 1で、いずれかの項目に１～３と回答した方に伺います】 

貴都道府県ではどのような方法により、一人親方等のリストを把握（予定）してい

ますか。把握している人数及び把握方法（予定）を 2020年 4月 1 日現在でお答えく

ださい。 

一人親方のリストについては 12 の都道府県から把握していると回答があり、その合計

は 843 人、自伐林家のリストについては 8 の都道府県から把握していると回答があり、そ

の合計は 339 人、自伐型林業を行う者のリストについては 5 の都道府県から把握している

と回答があり、その合計は 117 人、上記分類をしていないリストについては 5 の都道府県

から把握していると回答があり、その合計は 160 人となっている。 

回答があった都道府県における一人親方等のリストを合計すると 1,459人の一人親方等

について把握していることがうかがえる。 

図表 4-2 都道府県における一人親方等のリストの把握人数 

 人数 

一人親方（N=12） 843 

自伐林家（N=8） 339 

自伐型林業を行う者（N=5） 117 

上記分類をしていない（N=5） 160 

合 計 1,459 

 

都道府県の一人親方等のリストの把握方法をまとめると、「実態調査により把握」が 13

件と最も多く、次いで「事業者登録状況により把握」が 5 件、「補助事業の実績により把

握」が 4 件と続いている。 

図表 4-3 都道府県における一人親方等のリストの把握方法 

N = 34                                                                                            単位：件数 

一人親方等の把握方法 回答件数 

実態調査により把握 13 

事業者登録状況により把握 5 

補助事業の実績により把握 4 

認定申請（指導林家、青年林業士）等により把握 3 

林業普及指導活動により把握 3 

聞き取りにより把握 2 

認証機関（県産木材認証機関や意欲と能力のある林業経営体）として把握 2 

労災保険掛金の助成対象により把握 1 

県発注事業の受託状況により把握 1 
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問 3 【問 1で、いずれかの項目に１または２と回答した方に伺います】 

本年 10月以降、一人親方等に対するアンケート調査を行います。貴都道府県におけ

る一人親方等のリスト（住所及び氏名が分かるもの）を貸与して頂くことは可能で

すか。 

一人親方等のリストの貸与可能状況について、「リスト貸与可能」が 4.5％、「条件付き

で貸与可能」が 9.1％、「貸与はできないがアンケート発送を代替することは可能」が 36.4％

となっている。 

図表 4-4 都道府県における一人親方等のリストの貸与可否状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-5 一人親方等のリストの貸与可能都道府県数 

N = 12                                                                                            単位：件数 

貸与可能状況 回答件数 

リスト貸与可能 1 

条件付きで貸与可能 2 

貸与はできないがアンケート発送を代替することは可能 9 

 

 

【その他の内訳】 

その他の貸与条件として、「個人情報保護条例に基づき貸与不可」「公表資料を参考のこ

と」が 2 件となっている。 

 

図表 4-6 一人親方等のリストのその他の貸与条件 

N = 4                                                                                             単位：件数 

貸与条件（その他） 回答件数 

個人情報保護条例に基づき貸与不可 2 

公表資料を参考のこと 2 

  

N =

22 4.5 9.1 36.4 40.9 9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

リスト貸与可能

条件付きで貸与可能

貸与はできないがアンケート発送を代替することは可能

貸与・アンケート発送はできない

その他

無回答
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問 4 【問 1で、いずれかの項目に４と回答した方に伺います】 

一人親方等のリストを把握していない（できていない）理由があればお答えください。 

一人親方等のリストを把握していない（できていない）理由について、「把握や区分が困

難であるため」が 10 件と最も多く、次いで「把握する必要性がないため」が 9 件、「これ

まで調査をしていないため」が 6 件と続いている。 

 

図表 4-7 一人親方等のリストを把握していない（できていない）理由 

N = 28                                                                                            単位：件数 

一人親方等のリストを把握していない（できていない）理由 回答件数 

把握や区分が困難であるため 10 

把握する必要性がないため 9 

これまで調査をしていないため 6 

特に理由はない 2 

施策や事業の対象を事業体にしているため 1 

 

問 5 貴都道府県では、一人親方等の人数を把握していますか。 

(問 1 ではリストを確認しました。問 5 の設問の意図はリストまでは把握していな

いが人数は把握している場合があると想定して設計しました。問 1と同様の場合で

もご記入ください。） 

一人親方では、「把握している」が 4.3％、「一部把握している」が 38.3％となっており、「把

握している」と「一部把握している」をあわせた“把握している”が 42.6％となっている。 

自伐林家では、「把握している」が 2.1％、「一部把握している」が 23.4％、「把握を検討

している」が 2.1％となっており、“把握している”が 25.5％となっている。 

自伐型林業を行う者では、「把握している」が 2.1％、「一部把握している」が 17.0％と

なっており、“把握している”が 19.1％となっている。 

上記分類をしていないでは、「一部把握している」が 17.0％となっている。 

 

図表 4-8 都道府県における一人親方等の人数の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない

4.3

2.1

2.1

38.3

23.4

17.0

17.0

2.1

44.7

55.3

66.0

46.8

12.8

17.0

14.9

36.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握を検討している

把握をしていない 無回答
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問 6 【問 5で、いずれかの項目に１～３と回答した方に伺います】 

貴都道府県ではどのような方法により一人親方等の人数を把握（予定）していますか。

把握している人数及び把握方法（予定）を 2020 年 4月 1日現在でお答えください。 

一人親方の人数については 18 の都道府県から把握していると回答があり、その合計は

1,018 人、自伐林家の人数については 12の都道府県から把握していると回答があり、その

合計は 402 人、自伐型林業を行う者の人数については 8 の都道府県から把握していると回

答があり、その合計は 127 人、上記分類をしていないについては 5 の都道府県から把握し

ていると回答があり、その合計は 155 人となっている。 

回答があった都道府県における一人親方等の人数を合計すると 1,702人の一人親方等に

ついて把握していることがうかがえる。 
 

図表 4-9 都道府県における一人親方等の把握人数 

 人数 

一人親方（N=18） 1,018 

自伐林家（N=12） 402 

自伐型林業を行う者（N=8） 127 

上記分類をしていない（N=5） 155 

合 計 1,702 
 

一人親方等の把握方法については、「実態調査により把握」が 16 件と最も多く、次いで

「関係団体からの情報提供により把握」「林業普及指導活動により把握」が 6 件、「事業者

登録状況により把握」が 5 件と続いている。 
 

図表 4-10 都道府県における一人親方等の把握方法 

N = 49                                                                                            単位：件数 

一人親方等の把握方法 回答件数 

実態調査により把握 16 

関係団体からの情報提供により把握 6 

林業普及指導活動により把握 6 

事業者登録状況により把握 5 

補助金申請状況により把握 4 

補助事業の実績により把握 3 

認証機関（県産木材認証機関や意欲と能力のある林業経営体）として把握 2 

県発注事業の受託状況により把握 2 

聞き取りにより把握 2 

林業事業体改善計画の認定申請により把握 2 

労災保険掛金の助成制度により把握 1 
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問 7 貴都道府県では一人親方等の労働者災害補償保険の加入人数を把握していますか。 

一人親方の労働者災害保険の加入人数について、「把握をしていない」が 72.3％と最も

高く、次いで「一部把握している」が 14.9％となっている。 

自伐林家の労働者災害保険の加入人数について、「把握をしていない」が 85.1％と最も

高くなっている。 

自伐型林業を行う者の労働者災害保険の加入人数について、「把握をしていない」が

83.0％と最も高く、次いで「一部把握している」が 4.3％となっている。 

上記分類をしていないの労働者災害保険の加入人数について、「把握をしていない」が

55.3％と最も高く、次いで「一部把握している」が 6.4％、「把握している」が 4.3％とな

っている。 

 

図表 4-11 都道府県における一人親方等の労働者災害補償保険加入人数の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない 4.3

14.9

4.3

6.4

72.3

85.1

83.0

55.3

12.8

14.9

12.8

34.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握を検討している

把握をしていない 無回答
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問 8 【問 7で、いずれかの項目に１～３と回答した方に伺います】 

貴都道府県ではどのような方法により労災保険加入人数を把握していますか。把握

している人数及び把握方法（予定）を 2020年 4月 1日現在でお答えください。 

一人親方の労災保険加入人数については、6 の都道府県から把握していると回答があり、

その合計は 322 人、自伐林家の労災保険加入人数については都道府県からの回答は 0 であ

った。自伐型林業を行う者の労災保険加入人数については、2 の都道府県から把握してい

ると回答があり、その合計は 3人、上記分類をしていないの労災保険加入人数については、

4 の都道府県から把握していると回答があり、その合計は 102 人となっている。 

回答があった都道府県における一人親方等の労災保険加入人数を合計すると 427人につ

いて把握していることがうかがえる。 

 

図表 4-12 都道府県における一人親方等の労災保険加入人数の把握人数 

 人数 

一人親方（N=6） 322 

自伐林家（N=0） 0 

自伐型林業を行う者（N=2） 3 

上記分類をしていない（N=4） 102 

合 計 427 

 

 

労災保険加入人数の把握方法は、「実態調査により把握」「森林組合経由で把握」「林業事

業体改善計画の認定申請事務等で把握」が 3 件となっており、次いで「第二種特別加入団

体経由で把握」「労災保険掛金の助成制度において対象となった者を把握」が 2 件、「林業

事業体登録時に把握」が 1 件となっている。 

 

図表 4-13 都道府県における一人親方等の労災保険加入人数の把握方法 

N = 14                                                                                            単位：件数 

労災保険加入人数の把握方法 回答件数 

実態調査により把握 3 

森林組合経由で把握 3 

林業事業体改善計画の認定申請事務等で把握 3 

第二種特別加入団体経由で把握 2 

労災保険掛金の助成制度において対象となった者を把握 2 

林業事業体登録時に把握 1 
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問 9 貴都道府県では一人親方等の労働災害発生件数を把握していますか。 

一人親方の労働災害発生件数では、「一部把握している」が 25.5％、「把握をしていない」

が 61.7％となっている。 

自伐林家の労働災害発生件数では、「一部把握している」が 6.4％、「把握をしていない」

が 78.7％となっている。 

自伐型林業を行う者の労働災害発生件数では、「一部把握している」が 8.5％、「把握を

していない」が 78.7％となっている。 

上記分類をしていないの労働災害発生件数では、「把握をしている」が 6.4％、「一部把

握している」が 14.9％、「把握をしていない」が 48.9％となっている。 

 

図表 4-14 都道府県における一人親方等の労働災害発生件数の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない 6.4

25.5

6.4

8.5

14.9

61.7

78.7

78.7

48.9

12.8

14.9

12.8

29.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握を検討している

把握をしていない 無回答
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問 10 【問 9で、いずれかの項目に１～３と回答した方に伺います】 

貴都道府県ではどのような方法により労働災害発生件数を把握していますか。把

握している労働災害発生件数及び把握方法（予定）をお答えください。 

労働災害発生件数には「休業初日から３日目までの災害」、「休業４日以上の労働

災害」の両方を含みます。） 

一人親方の労働災害発生件数については、12 の都道府県から把握していると回答があり、

その合計は 58 件、自伐林家の労働災害発生件数については 3 の都道府県から把握してい

ると回答があり、その合計は 2 件、自伐型林業を行う者の労働災害発生件数については 2

の都道府県から把握していると回答があり、その合計は 0 件、上記分類をしていないの労

働災害発生件数については 6 の都道府県から把握していると回答があり、その合計は 116

件となっている。 

回答があった都道府県における、一人親方等の労働災害発生件数を合計すると 176 件の

労働災害を把握していることがうかがえる。 

 

図表 4-15 都道府県における一人親方等の労働災害発生件数 

 2015～2019 年度の 

労働災害発生件数 

一人親方（N=12） 58 

自伐林家（N=3） 2 

自伐型林業を行う者（N=2） 0 

上記分類をしていない（N=6） 116 

合 計 176 

 

労働災害発生件数の把握方法は、「森林組合・林業事業体の報告により把握」が 15件と

最も多く、次いで「メディアの報道等により把握」が 4 件、「出先機関の報告により把握」

が 3 件と続いている。 

 

図表 4-16 都道府県における一人親方等の労働災害発生件数の把握方法 

N = 25                                                                                            単位：件数 

労働災害発生件数の把握方法 回答件数 

森林組合・林業事業体の報告により把握 15 

メディアの報道等により把握 4 

出先機関の報告により把握 3 

第二種特別加入団体経由で把握 2 

林業研究グループの情報提供により把握 1 
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問 11 【問 10で、2015～2019年度の労働災害発生件数を回答された方に伺います。】 

貴都道府県では下記の事故の型別に一人親方等の労働災害発生件数を把握してい

ますか。把握している人数をお答えください。 

（労働災害発生件数には「休業初日から３日目までの災害」、「休業４日以上の労

働災害」の両方を含みます。） 

都道府県が把握している一人親方の労働災害発生件数は、2015～2019 年度の 5 年間で 32

件である。その内訳をみると、「激突」が 8 件、「飛来、落下」が 6 件、「墜落、転落」が 5

件、「転倒」が 5 件と続いている。また、自伐林家については「交通事故」が 1 件、自伐型

林業を行う者では回答なしとなっている。上記分類をしていないでは、過去 5 年間で 39 件

の労働災害が発生しており、「激突され」が 13 件、「切れ、こすれ」が 8 件と続いている。 

すべての分類を合算すると、合計で 72 件の労働災害が発生しており、「激突され」が 16

件、「切れ、こすれ」が 11 件、「激突」が 9 件、「飛来、落下」が 9 件と続いている。 

 

図表 4-17 都道府県における一人親方等の事故の型別労働災害発生件数 
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そ
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一人親方 

（N=47） 
32 5 5 8 6 0 3 1 3 0 0 1 

自伐林家 

（N=47） 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

自伐型林業を行う者 

（N=47） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

上記分類をしていない 

（N=47） 
39 3 3 1 3 0 13 1 8 0 1 6 

合計 72 8 8 9 9 0 16 2 11 0 2 7 
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問 12 貴都道府県では一人親方等の労働安全研修等の受講状況を把握していますか。 

※労働安全研修等には、県・林災防（林業・木材製造業労働災害防止協会）・機

械メーカー・発注元（森林組合等の林業経営体）の労働安全講習や研修会等を含

みます。 

一人親方の労働安全研修等の受講状況は、「一部把握している」が 6.4％、「把握をして

いない」が 78.7％となっている。 

自伐林家の労働安全研修等の受講状況は、「一部把握している」が 4.3％、「把握をして

いない」が 78.7％となっている。 

自伐型林業を行う者の労働安全研修等の受講状況は、「一部把握している」が 4.3％、「把

握をしていない」が 80.9％となっている。 

上記分類をしていないでは、「把握している」が 2.1％、「一部把握している」が 6.4％、

「把握を検討している」が 2.1％、「把握をしていない」が 59.6％となっている。 

 

図表 4-18 都道府県における一人親方等の労働安全研修等の受講状況の把握について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない 2.1

6.4

4.3

4.3

6.4 2.1

78.7

78.7

80.9

59.6

14.9

17.0

14.9

29.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握を検討している

把握をしていない 無回答
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問 13 【問 12で、いずれかの項目に１～３と回答した方に伺います】 

貴都道府県ではどのような方法により一人親方等の労働安全研修等の受講状況を

把握していますか。 把握している直近５年（2015～2019年度）の受講人数、

開催回数、主催機関、受講内容及び把握方法（予定）をお答えください。 

一人親方の労働安全研修等の受講状況については、2 の都道府県から把握していると回

答があり、受講人数は 168 人、開催回数は 10 回となっている。自伐林家の労働安全研修等

の受講状況については、2 の都道府県から把握していると回答があり、受講人数は 41 人、

開催回数は 10 回となっている。自伐型林業を行う者の労働安全研修等の受講状況につい

ては 2 の都道府県から把握していると回答があり、受講人数は 21 人、開催回数は 7 回と

なっている。上記分類をしていないの労働安全研修等の受講状況については、6 の都道府

県から把握していると回答があり、受講人数は 567 人、開催回数は 39 回となっている。 

回答があった都道府県における労働安全研修等の受講状況を合計すると、受講人数が

797 人、開催回数が 66 回となっている。 

 

図表 4-19 都道府県における一人親方等の労働安全研修等の受講人数、及び、開催回数 

 受講人数 開催回数 

一人親方（N=2） 168 10 

自伐林家（N=2） 41 10 

自伐型林業を行う者（N=2） 21 7 

上記分類をしていない（N=6） 567 39 

合 計 797 66 

 

 

一人親方等の労働安全研修等の主催機関は、「都道府県」が 7 件と最も多く、次いで「林

業・木材製造業労働災害防止協会」が 6件、「安全衛生地域協議会」が 3 件と続いている。 

 

図表 4-20 一人親方等の労働安全研修等の主催機関 

N = 17                                                                                            単位：件数 

労働安全研修等の主催機関 回答件数 

都道府県 7 

林業・木材製造業労働災害防止協会 6 

安全衛生地域協議会 3 

森づくり安全技術・技能推進協議会 1 
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一人親方等の労働安全研修等の受講内容は、「労働安全研修」が 7 件と最も多く、次いで

「チェーンソー技術、伐倒技術研修」「特別教育」「リスクアセスメント研修」が 2件、「か

かり木処理現地実技研修」「高性能林業機械安全対策研修」「安全衛生指導員養成研修」「一

人親方等安全衛生普及指導研修」と続いている。 

 

図表 4-21 一人親方等の労働安全研修等の受講内容 

N = 17                                                                                            単位：件数 

労働安全研修等の受講内容 回答件数 

労働安全研修 7 

チェーンソー技術、伐倒技術研修 2 

特別教育 2 

リスクアセスメント研修 2 

かかり木処理現地実技研修 1 

高性能林業機械安全対策研修 1 

安全衛生指導員養成研修 1 

一人親方等安全衛生普及指導研修 1 

 

 

労働安全研修の受講状況の把握方法は、「主催機関の情報提供により把握」が 12 件と最

も多く、次いで「都道府県が主催機関のため把握」が 6 件となっている。 

 

図表 4-22 一人親方等の労働安全研修等の受講状況の把握方法 

N = 18                                                                                            単位：件数 

労働安全研修の受講状況の把握方法 回答件数 

主催機関の情報提供により把握 12 

都道府県が主催機関のため把握 6 
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問 14 貴都道府県では一人親方等の作業内容を把握していますか。 

一人親方の作業内容の把握状況について、「一部把握している」が 17.0％、「把握をして

いない」が 70.2％となっている。 

自伐林家の作業内容の把握状況について、「一部把握している」が 10.6％、「把握をして

いない」が 74.5％となっている。 

自伐型林業を行う者の作業内容の把握状況について、「一部把握している」が 12.8％、

「把握をしていない」が 74.5％となっている。 

上記分類をしていないの作業内容の把握状況について、「一部把握している」が 6.4％、

「把握をしていない」が 61.7％となっている。 

 

図表 4-23 都道府県における一人親方等の作業内容の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 【問 14で、いずれかの項目に１～３と回答した方に伺います】 

貴都道府県ではどのような方法により作業内容を把握していますか。把握してい

る作業内容及び把握方法（予定）をお答えください。 

一人親方等の作業の把握方法は「実態調査により把握」が 10 件と最も多く、次いで「森

林組合等からの情報提供により把握」が 7 件、「林業事業体登録時に把握」が 2 件と続いて

いる。 

図表 4-24 都道府県における一人親方等の作業内容の把握方法 

N = 22                                                                                            単位：件数 

一人親方等の作業の把握方法 回答件数 

実態調査により把握 10 

森林組合等からの情報提供により把握 7 

林業事業体登録時に把握 2 

直接聞き取りにより把握 1 

林業事業体改善計画の認定申請時に把握 1 

造林補助金等の検査時に把握 1 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない

17.0

10.6

12.8

6.4

70.2

74.5

74.5

61.7

12.8

14.9

12.8

31.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握を検討している

把握をしていない 無回答
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問 16 貴都道府県では一人親方等の年間平均作業日数を把握していますか。 

一人親方の年間平均作業日数について、「把握している」が 4.3％、「一部把握している」

が 12.8％となっており、「把握している」と「一部把握している」をあわせた“把握してい

る”が 17.1％となっている。 

自伐林家の年間平均作業日数について、「把握している」が 2.1％、「一部把握している」

が 2.1％となっており、“把握している”が 4.2％となっている。 

自伐型林業を行う者の年間平均作業日数について、「一部把握している」が 4.3％となっ

ており、「把握をしていない」が 80.9％となっている。 

上記分類をしていないの年間平均作業日数について、「一部把握している」が 2.1％とな

っており、「把握をしていない」が 66.0％となっている。 

 

図表 4-25 都道府県における一人親方等の年間平均作業日数の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない

4.3

2.1

12.8

2.1

4.3

2.1

70.2

78.7

80.9

66.0

12.8

17.0

14.9

31.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握を検討している

把握をしていない 無回答
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問 17 【問 16で、いずれかの項目に１～３と回答した方に伺います】 

貴都道府県ではどのような方法により年間平均作業日数を把握していますか。 

把握している作業日数及び把握方法（予定）をお答えください。 

都道府県が把握している一人親方等の作業日数は、「150～209 日」が 6 件と最も多く、

次いで「60～149 日」が 3 件、「59 日以下」が 1 件となっている。 

 

図表 4-26 都道府県における一人親方等の年間平均作業日数 

N = 10                                                                                            単位：件数 

都道府県が把握している一人親方等の作業日数 回答件数 

59 日以下 1 

60～149 日 3 

150～209 日 6 

 

 

一人親方等の作業日数の把握方法は「実態調査」が 11 件と最も多く、次いで「認定事業

体からの報告」が 2 件となっている。 

 

図表 4-27 都道府県における一人親方等の年間平均作業日数の把握方法 

N = 13                                                                                            単位：件数 

一人親方等の作業日数の把握方法 回答件数 

実態調査 11 

認定事業体からの報告 2 
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問 18 貴都道府県では一人親方等への支援等を行っていますか。 

一人親方への支援について、「行っている」が 14.9％、「行っていない」が 68.1％となっている。 

自伐林家への支援について、「行っている」が 12.8％、「行っていない」が 61.7％となっている。 

自伐型林業を行う者への支援について、「行っている」が 12.8％、「行っていない」が

63.8％となっている。 

上記分類をしていないへの支援について、「行っている」が 17.0％、「行っていない」が

51.1％となっている。 

 

図表 4-28 都道府県における一人親方等への支援等の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人親方等への支援策は「林業機械等の購入、リースに関する経費助成」が 8 件と最も

多く、次いで「森林の保全管理活動等の取組を支援」「各種研修の実施」が 5 件、「各種研

修に関する経費の助成」が 4 件と続いている。 

 

図表 4-29 都道府県における一人親方等への支援策について 

N = 33                                                                                            単位：件数 

一人親方等への支援策 回答件数 

林業機械等の購入、リースに関する経費助成 8 

森林の保全管理活動等の取組を支援 5 

各種研修の実施 5 

各種研修に関する経費の助成 4 

林業における振動障害の予防促進 3 

林業退職金掛金に係る経費助成 2 

新規事業や事業拡大費用等について支援 2 

労災保険掛金の助成 1 

傷害保険掛金の助成 1 

健康保険及び退職金共済制度加入に対する補助 1 

間伐材の搬出に係る経費支援 1 
  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない

14.9

12.8

12.8

17.0

68.1

61.7

63.8

51.1

17.0

25.5

23.4

31.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行っている 行っていない 無回答
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問 19 貴都道府県から一人親方等へ情報発信を行っていますか。 

一人親方への都道府県からの情報発信について、「情報発信している」が 19.1％、「情報

発信していない」が 63.8％となっている。 

自伐林家への都道府県からの情報発信について、「情報発信している」が 14.9％、「情報

発信していない」が 63.8％となっている。 

自伐型林業を行う者への都道府県からの情報発信について、「情報発信している」が

14.9％、「情報発信していない」が 66.0％となっている。 

上記分類をしていないへの都道府県からの情報発信について、「情報発信している」が

21.3％、「情報発信していない」が 51.1％となっている。 

 

図表 4-30 都道府県における一人親方等への情報発信状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない

19.1

14.9

14.9

21.3

63.8

63.8

66.0

51.1

17.0

21.3

19.1

27.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報発信している 情報発信していない 無回答
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問 20 【問 19でいずれかの項目に１と回答した方に伺います】 

貴都道府県から一人親方等へ情報発信を行う場合、どのような手段を用いていま

すか。あてはまるものすべてをお答えください。 

都道府県が一人親方等へ行っている情報発信手段は、「ホームページやメールなど電子

媒体による情報提供」が 76.2％、「郵送等による個別発送」が 71.4％、「組合・団体などを

通じた広報」が 57.1％と続いている。 

 

図表 4-31 都道府県における一人親方等への情報発信手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の主な意見】 

その他の情報発信手段では、「都道府県の出先機関から郵送、メールで周知」「林業普及

指導員による普及活動により情報発信」「木材協会会員について HP やメール等により情報

発信」がそれぞれ 1 件となっている。 

 

図表 4-32 都道府県の一人親方等へのその他の情報発信手段 

N = 3                                                                                             単位：件数 

一人親方等への情報発信手段 回答件数 

都道府県の出先機関から郵送、メールで周知 1 

林業普及指導員による普及活動により情報発信 1 

木材協会会員について HP やメール等により情報発信 1 
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問 21 【問 19でいずれかの項目に１と回答した方に伺います】 

どのような内容を発信していますか。あてはまるものすべてをお答えください。 

都道府県が一人親方等へ行っている情報発信の内容は、「林業補助金制度の案内」が

76.2％、「安全衛生関係の研修の案内」が 66.7％、「機械操作などの技術研修の案内」が

61.9％、「労働災害発生情報」が 38.1％、「林業制度資金の案内」が 33.3％と続いている。 

 

図表 4-33 都道府県における一人親方等への情報発信内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の情報発信内容は、「新型コロナウイルス感染症にかかる国の支援制度について

の情報提供」「規則改正に関わる通知等（伐木作業等業務特別教育の補講等）」がそれぞれ

1 件となっている。 

図表 4-34 都道府県における一人親方等へのその他の情報発信内容 

N = 2                                                                                             単位：件数 

一人親方等への情報発信内容 回答件数 

新型コロナウイルス感染症にかかる国の支援制度についての情報提供 1 

規則改正に関わる通知等（伐木作業等業務特別教育の補講等） 1 
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問 22 貴都道府県では、これまで林業の一人親方等向けに安全対策等に係る刊行物やパ

ンフレットなどを作成したことがありますか。特に林業の一人親方等から好評だ

ったもの、安全対策として効果的だった広報物があれば教えてください。 

一人親方向けのパンフレット等の作成状況について、「作成したことがない」が 85.1％

となっている。 

自伐林家向けのパンフレット等の作成状況について、「作成したことがない」が 83.0％

となっている。 

自伐型林業を行う者のパンフレット等の作成状況について、「作成したことがある」が

2.1％、「作成したことがない」が 83.0％となっている。 

上記分類をしていないのパンフレット等の作成状況について、「作成したことがある」が

2.1％、「作成したことがない」が 83.0％となっている。 

 

図表 4-35 都道府県における一人親方等向けの安全対策等に係る刊行物やパンフレットの作成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれかの項目で、1「作成したことがある」を選んだ方は、具体的な刊行物のタイトル

やホームページへの掲載 URL 等をお答えください。 

安全対策等に係る刊行物の発刊状況は「直近で発生した林業労働災害の発生状況の詳細

についての解説資料」「自伐型林家の手引き」がそれぞれ 1 件となっている。 

 

図表 4-36 一人親方等向けの安全対策等に係る刊行物について 

N = 2                                                                                             単位：件数 

一人親方等向けの安全対策等に係る刊行物 回答件数 

直近で発生した林業労働災害の発生状況の詳細についての解説資料 1 

自伐型林家の手引き 1 

 

 

  

N = 47

一人親方

自伐林家

自伐型林業を行う者

上記分類をしていない

2.1

2.1

85.1

83.0

83.0

66.0

14.9

17.0

14.9

31.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

作成したことがある 作成したことがない 無回答
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問 23 一人親方等の情報を知っていると思われる団体等があればお答えください. 

一人親方等の情報を知っていると思われる団体について、「知っている」、「知らない」が

ともに 46.8％となっている。 

 

図表 4-37 一人親方等の情報を知っていると思われる団体等の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な一人親方等の情報を知っていると思われる団体】 

一人親方等の情報を知っていると思われる団体は、「森林組合、林業事業体」が 13 件と

最も多く、次いで「第二種特別加入団体」「自伐型林業推進協会」が 2 件と続いている。 

 

図表 4-38 一人親方等の情報を知っていると思われる団体等名について 

N = 22                                                                                            単位：件数 

一人親方等の情報を知っていると思われる団体 回答件数 

森林組合、林業事業体 13 

第二種特別加入団体 2 

自伐型林業推進協会 2 

林業・木材製造業労働災害防止協会 1 

林業推進協議会 1 

木材協会 1 

林業労働対策基金 1 

営林緑化労働基金 1 

 

 

 

 

 

 

  

N =

47 46.8 46.8 6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
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問 24 貴都道府県における労災保険の第二種特別加入の事務（林業の一人親方）を行う

事務局の設置数を教えてください。 

都道府県における、労災保険の第二種特別加入の事務（林業の一人親方）の設置数につ

いて、「把握している」が 25.5％、「把握していない」が 74.5％となっている。 

 

図表 4-39 都道府県における労災保険の第二種特別加入事務局の設置数の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な都道府県が把握している労災保険の第二種特別加入事務局数】 

都道府県が把握している労災保険の第二種特別加入事務局数は「6 団体」が 1 件、「4 団

体」が 2 件、「3 団体」が 1 件と続いている。 

 

図表 4-40 都道府県における労災保険の第二種特別加入事務局の団体数 

N = 12                                                                                            単位：件数 

都道府県が把握している労災保険の第二種特別加入事務局数 回答件数 

6 団体 1 

4 団体 2 

3 団体 1 

2 団体 2 

1 団体 4 

0 団体 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

47 25.5 74.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 把握していない 無回答
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問 25 貴都道府県林務部局と労災保険の第二種特別加入事務局との関わり合いの頻度を

教えてください。 

都道府県林務部局と労災保険の第二種特別加入事務局との関わり合いの頻度について、

「関わり合いがある」が 6.4％、「たまに関わり合いがある」が 10.6％となっており、「全

く関わり合いがない」が 78.7％となっている。 

 

図表 4-41 都道府県における労災保険の第二種特別加入事務局との関わり合いの頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 26 【問 25で、１～３と回答した方に伺います】 

どのような内容で第二種特別加入事務局と連絡等をとっていますか。 

都道府県と第二種特別加入事務局との連絡内容は「森林組合として関わりがあるが、第

二種特別加入事務局として関わり合いはない」が 3 件と最も多く、「労災保険の加入状況に

ついて」が 2 件と続いている。 

 

図表 4-42 都道府県における第二種特別加入事務局との連絡状況 

N = 8                                                                                            単位：件数 

第二種特別加入事務局との連絡内容 回答件数 

森林組合として関わりがあるが、第二種特別加入事務局として関わり合いはない 3 

労災保険の加入状況について 2 

労災関係情報に関する情報提供 1 

労災保険掛金助成に係る補助申請等のやり取り 1 

安全パトロールの実施など 1 

 

 

 

 

 

  

N =

47 6.4 10.6 78.7 4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

頻繁に関わり合いがある 関わり合いがある たまに関わり合いがある

全く関わり合いがない 無回答
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問 27 貴都道府県林務部局では、林業の一人親方等に関して、都道府県労働局と意見交

換や情報交流等は行っていますか。 

都道府県林務部局と都道府県労働局との情報交流等の頻度について、「意見交換や情報

交流等を行っている」が 4.3％、「たまに意見交換や情報交流等を行っている」が 10.6％、

「全く行っていない」が 85.1％となっている。 

 

図表 4-43 都道府県林務部局における都道府県労働局との情報交流等の頻度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 【問 27で、１～３と回答した方に伺います】 

どのような内容について都道府県労働局と意見交換や情報交流等を行ってい 

ますか。 

都道府県林務部局と都道府県労働局との意見交換等の内容は「林業の安全対策について」

が 4 件と最も多く、次いで「労災保険の加入状況について」が 3 件、「労働災害発生状況、

防止対策について」が 1 件となっている。 

 

図表 4-44 都道府県林務部局における都道府県労働局との意見交換等の内容 

N = 8                                                                                            単位：件数 

都道府県労働局との意見交換等の内容 回答件数 

林業の安全対策について 4 

労災保険の加入状況について 3 

労働災害発生状況、防止対策について 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

47 4.3 10.6 85.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

頻繁に意見交換や情報交流等を行っている

意見交換や情報交流等を行っている

たまに意見交換や情報交流等を行っている

全く行っていない

無回答
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問 29 貴都道府県における労災保険の第二種特別未加入者に対する対応状況を教えてく

ださい。 

都道府県における労災保険の第二種特別未加入者に対する対応状況について、「団体へ

加入促進のための事業を行っている」が 2.1％、「特に行っていない」が 89.4％となってい

る。 

図表 4-45 都道府県における労災保険の第二種特別未加入者への対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【労災保険の第二種特別未加入者に対する、加入促進のための具体的な事業】 

労災保険の第二種特別未加入者に対する、加入促進のための事業は、「一人親方に対する

労災保険掛金の助成」が 1 件となっている。 

 

図表 4-46 労災保険の第二種特別未加入者への加入促進のための事業 

N = 1                                                                                            単位：件数 

労災保険の第二種特別未加入者に対する、加入促進のための事業 回答件数 

一人親方に対する労災保険掛金の助成 1 

 

【その他の内訳】 

労災保険の第二種特別未加入者に対する対応状況は、「林業事業体への安全パトロール

で確認・指導している」「近隣府県の加入団体の状況を情報収集し、情報提供を行っている」

「森林組合を通じ制度の周知を行っている」がそれぞれ 1 件となっている。 

 

図表 4-47 労災保険の第二種特別未加入者へのその他の対応状況 

N = 3                                                                                            単位：件数 

労災保険の第二種特別未加入者に対する対応状況 回答件数 

林業事業体への安全パトロールで確認・指導している 1 

近隣府県の加入団体の状況を情報収集し、情報提供を行っている 1 

森林組合を通じ制度の周知を行っている 1 

N =

47 2.1 6.4 89.4 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

団体へ加入促進のための事業を行っている

未加入者へ加入団体の情報を提供し加入を促進している

その他

特に行っていない

無回答



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 労働者災害補償保険第二種 

特別加入団体に対する調査 
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Ⅰ 労働者災害補償保険第二種特別加入団体調査の概要 

１ 調査の目的 

林業の現場においては、依然として死亡事故を含む労働災害が多発しており、林業を行う

者の安全の確保が急務であるとともに、人口減少社会の中でも、林業が選ばれる産業として

成長し、新規就業者が定着するためにも労働災害の発生を抑制することが不可欠である。 

特に、林業における一人親方等（労働者以外の者。事業主、自伐林家、自伐型林業を行

う者を含む）が行う林業作業については、労働者による作業でないことから、災害の発生

状況や要因等が把握できておらず、災害分析や安全対策等が行われていない状況にある。 

本調査では、労働者災害補償保険における第二種特別加入団体の一人親方等への情報伝

達手段や実態を把握し、一人親方等の林業災害防止のための安全対策を検討するための基

礎資料とすることを目的に実施した。 

 

２ 調査対象 

各都道府県労働局が公表している第二種特別加入団体名簿のうち、特定業種区分が「特

4 林業の一人親方」と掲載されている特別加入団体 103 団体 

 

３ 調査期間 

令和 2 年 10月 14 日から令和 2 年 10月 27 日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

労働者災害補償保険 

第二種特別加入団体 
103 64 62.1％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示している。また、小数点

以下第 2 位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという

見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合がある。 

・回答者数が 1 桁の場合、回答件数による表記としている。 
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Ⅱ 労働者災害補償保険第二種特別加入団体調査結果 

１ 第二種特別加入団体における一人親方等の把握状況について 

問 1 貴団体における林業の第二種特別加入者（一人親方）の人数を教えてください。 

（2020 年 4月 1日現在でご記入ください）（自由記述） 

第二種特別加入団体の加入者は、「11 人～20 人」が 23.4％と最も高く、次いで「1～5 人」

が 21.9％、「6～10 人」が 18.8％と続いている。 

 

図表 5-1 第二種特別加入団体における加入者の人数分布 

N = 64                                                                                              単位：％ 

1～5人 6～10人 11～20人 21～30人 31～40人 41～50人 51人以上 

21.9 18.8 23.4 14.1 7.8 4.7 9.4 

 

 

問 2 貴団体における林業の第二種特別加入者の年代とその人数を教えてください。 

（自由記述） 

第二種特別加入者の年代は、「60 代」が 27.4％と最も高く、次いで 70 代が 20.5％、「40

代」が 17.6％と続いている。 

 

図表 5-2 第二種特別加入団体における加入者の年代分布 

N = 1,191                                                                                           単位：％ 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上 

0.3 2.5 11.6 17.6 16.6 27.4 20.5 3.5 

 

 

問 3 貴団体における林業の第二種特別加入者の加入年数とその人数を教えてください。 

（自由記述） 

第二種特別加入者の加入年数は、「10 年以上」が 33.3％と最も高く、次いで「5 年以上

～10 年未満」が 21.9％、「1 年以上～3 年未満」が 16.1％と続いている。 

 

図表 5-3 第二種特別加入団体における加入者の加入年数分布 

N = 1,160                                                                                           単位：％ 

1年未満 
1年以上～ 
3年未満 

3年以上～ 
5年未満 

5年以上～ 
10年未満 

10年以上 

13.2 16.1 15.5 21.9 33.3 
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問 4 貴団体における林業の第二種特別加入者の給付基礎日額とその人数を教えてくださ

い。（自由記述） 

第二種特別加入者の給付基礎日額は、「5,000 円」が 39.3％と最も高く、次いで「3,500

円」が 30.3％、「6,000 円」が 10.5％と続いている。 

 

図表 5-4 第二種特別加入団体における加入者の給付基礎日額の分布 

N = 1,352                                                                                           単位：％ 

3,500円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 
8,000～

10,000円 

12,000～

14,000円 

16,000～

20,000円 

22,000～

25,000円 

30.3 4.4 39.3 10.5 5.5 8.1 1.0 0.7 0.2 

 

 

問 5 貴団体では、林業の第二種特別加入にあたり加入条件はありますか。（自由記述） 

加入条件は、「関係林業経営体と請負関係があること」が 21 件と最も多く、次いで「近

隣市町村で林業を行うこと（市内在住など）地域限定」が 16 件、「特になし」が 12 件と続

いている。 

 

図表 5-5 第二種特別加入団体における加入条件 

N = 52                                                                                            単位：件数 

加入条件 回答件数 

関係林業経営体と請負関係があること 21 

近隣市町村で林業を行うこと（市内在住）など地域限定 16 

特になし 12 

組合の趣旨に賛同すること（組合からの紹介） 5 

組合員であること（商工会に加入） 5 

災害防止努力義務、法令遵守などの誓約書の提出 1 

超高齢者以外 1 

技能講習・特別教育修了者 1 
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問 6 林業の第二種特別加入者の請負契約における発注者名とその人数を教えてくださ

い。（自由記述） 

第二種特別加入者の請負契約における発注者は「森林組合」が最も多く 667人、次いで「林

業経営体」が 101人、「木材市場」は 5人、「製材工場・合板工場」は 3人となっている。 

その他の内訳は、「自営」が 18 人と最も多く、次いで「山主（個人）からの発注」が 15

人、「森林管理署」が 3 人となっている。 

 

図表 5-6 第二種特別加入者の請負契約における発注者とその人数 

N = 57                                                                                            単位：人数 

発注者の種類 人数 

1．森林組合（N＝30） 667 

2．林業経営体（森林組合以外、素材生産業者等）（N＝15） 101 

3．木材市場（N＝2） 5 

4．製材工場・合板工場（N＝1） 3 

5．その他（N＝9） 51 

 

 

【その他の内訳】 

図表 5-7 第二種特別加入者の請負契約におけるその他の発注者とその人数 

                                                                                                単位：人数 

その他の発注者 人数 

自営 18 

山主（個人）からの発注 15 

森林管理署 3 

高等学校・学校林 2 

製炭組合、炭焼職人団体 1 

JR 1 

未記入 11 
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問 7 林業における第二種特別加入団体となった経緯を教えてください。（自由記述） 

第二種特別加入団体となった経緯は「安心して林業に従事することができるようにする

ため」が 7 件と最も多く、次いで「個人で請負を行うものが多かったため」、「労災保険加

入を明確にするため」、「直接雇用作業員なのか請負なのか明確にする必要があったため」、

「本人からの申し出（加入希望、需要があった）ため」が 6 件と続いている。 

 

図表 5-8 第二種特別加入団体となった経緯 

N = 48                                                                                            単位：件数 

特別加入団体となった経緯 回答件数 

安心して林業に従事することができるようにするため 7 

個人で請負を行うものが多かったため 6 

労災保険加入を明確にするため 6 

直接雇用作業員なのか請負なのか明確にする必要があったため 6 

本人からの申し出（加入希望、需要があった）ため 6 

森林組合からの要請、監督署の指導 4 

（近隣に）第二種特別加入団体がなかったため 3 

請負契約に労災加入が条件 1 

定年後も林業を継続したい人のため 1 

労災防止、災害発生時対策 1 

請負人の現場監督や日報作成の労務管理のため 1 

不明 5 

未分類 1 
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問 8 貴団体では林業における第二種特別加入者の情報（発注者からの請負状況等）を 

どのように把握していますか。（あてはまるものすべてに○） 

第二種特別加入者の情報把握方法について、「入会費や組合費などの徴収により把握」が

最も高く 54.7%、次いで「加入者情報を積極的に集めなくても知りあっている」が 28.1%と

なっている。一方で「加入者の情報が把握できない」が 14.1%となっている。 

その他では、「事務や会計処理を代行している」や「発注や納入にて把握」などのほか、

「聞き取り調査」を実施している団体があった。 

 

図表 5-9 第二種特別加入団体における加入者情報の把握方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

図表 5-10 第二種特別加入団体における加入者情報のその他の把握方法 

把握方法 回答件数 

事務や会計処理を代行することで把握 3 

発注や納入にて把握 3 

入会申込み・保険料の徴収時に把握 1 

集会や学習会にて把握 1 

聞き取り調査を行い把握 1 

独自の送付案内等により把握 1 

林災防を通して把握 1 

特に把握していない 1 

  



58 

問 9 【問 8で 5「加入者の情報が把握できない」と回答した方に伺います】 

加入者の情報を把握できない理由を教えてください。（自由記述） 

加入者情報を把握していない（できていない）理由としては、「受注状況について知る必

要がない（報告を求めていない）ため」が 3 件、「居住範囲が広く個人の仕事状況について

把握できないため」が 2 件、「発注者が異なるため」が 1 件、「請負の中には口頭で行われ

ているものもあり把握しきれないため」が 1 件であった。 

 

図表 5-11 第二種特別加入団体における加入者情報を把握できない理由 

把握できていない理由 回答件数 

受注状況について知る必要がない（報告を求めていない）ため 3 

居住範囲が広く個人の仕事状況について把握できないため 2 

発注者が異なるため 1 

請負の中には口頭で行われているものもあり把握しきれないため 1 

 

 

問 10 貴団体所属の一人親方等の労働災害発生件数（2015～2019年度）を教えてくださ

い。（自由記述） 

回答があった特別加入団体における、一人親方等の労働災害発生件数を合計すると 332

件の労働災害を把握していた。その内訳をみると、「休業初日から 3 日目までの災害」が 99

件、「休業 4 日以上の労働災害」が 230 件、「どちらか不明」が 3 件となっている。 

 

図表 5-12 第二種特別加入団体における一人親方等の労働災害発生件数 

分類 
2015～2019 年度の 

労働災害発生件数 

1．休業初日から 3 日目までの災害 99 

2．休業 4 日以上の労働災害 230 

3．どちらか不明 3 

合 計 332 
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問 10 （追加質問）【問 10 で労働災害発生件数を記入した方に伺います】 

事故の型別人数を教えてください。（自由記述） 

休業 4 日以上の労働災害は、「転倒」が最も多く 38 件、次いで「切れ、こすれ」が 32 件、

「飛来、落下」が 29 件と続いている。休業初日から 3 日目までの災害は、「その他」が 35

件と最も多く、次いで「切れ、こすれ」が 15 件、「転倒」が 9 件と続いている。 

 

図表 5-13 第二種特別加入団体における事故の型別労働災害発生件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

墜落、転落

転倒

激突

飛来、落下

崩壊、倒壊

激突され

はさまれ、巻き込まれ

切れ、こすれ

高温、低温物との接触

交通事故

その他

4

9

1

6

0

3

5

15

0

0

35

20

38

10

29

0

21

23

32

0

2

23

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0 10 20 30 40

休業初日から３日目までの災害（N=78)

休業４日以上の労働災害（N=198)

どちらか不明（N=2)

休業初日から３日目までの災害（

休業４日以上の労働災害（

どちらか不明（

休業初日から３日目までの災害（

休業４日以上の労働災害（

どちらか不明（

休業初日から３日目までの災害（

休業４日以上の労働災害（

どちらか不明（
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問 11 貴団体が把握している貴団体所属の林業の一人親方等の労働安全研修会等の受講

状況を教えてください。（いずれかひとつに○） 

※労働安全研修等には、県・林災防（林業・木材製造業労働災害防止協会）・貴

団体主催・機械メーカー・発注元（森林組合等の林業経営体）の労働安全講習や

研修会等を含みます。 

一人親方等の労働安全研修会等の受講状況は、「把握している」が 34.4%、「一部把握し

ている」が 23.4%、「把握していない」が 40.6%となっている。 

 

図表 5-14 第二種特別加入団体における一人親方等の労働安全研修会等の受講状況の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 【問 11で 1「把握している」または 2「一部把握している」と回答した方に伺い

ます】貴団体が把握している貴団体所属の林業の一人親方等の労働安全研修会等

の受講状況を教えてください。（自由記載） 

※労働安全研修等には、県・林災防（林業・木材製造業労働災害防止協会）・貴

団体主催・機械メーカー・発注元（森林組合等の林業経営体）の労働安全講習や

研修会等を含みます。 

労働安全研修会等の受講状況は、公的機関主催では「労働安全講習・リスクアセスメン

ト講習」が最も多く、のべ 27 人が受講している。 

林災防（林業・木材製造業労働災害防止協会）主催では「チェーンソー刈払機」が最も

多く、のべ 185 人、次いで、「車両系木材搬出機運転業務」がのべ 92 人、「伐木等の業務

（特別教育含む）」がのべ 65 人と続いている。 

発注元（森林組合等の林業経営体）主催では、「労働安全講習・リスクアセスメント講習」

が最も多く、のべ 1,629 人、「チェーンソー刈払機」がのべ 41 人受講している。 

すべての主催機関を合計すると、のべ 2,209 人が労働安全研修会等を受講しており、講

座内容としては「③チェーンソーの取り扱い」、「①危険意識の醸成」が多かった。 

 

 

【その他の内訳】 

その他で記載があったものは、はい作業主任者、災害対応等、造林作業等、刈払等がそ

れぞれ 1 件ずつであった。 

 

  

N =64 

受講状況の把握 34.4 23.4 40.6 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握していない 無回答
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図表 5-15 第二種特別加入団体における一人親方等の労働安全研修会等の受講状況 

主催者名 講座名 

の
べ
受
講
者
数 

労働安全研修等の内容（該当件数） 

       

①
危
険
意
識
の
醸
成 

②
災
害
発
生
事
例
の
共
有 

③
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
取
り
扱
い 

④
重
機
の
取
り
扱
い 

⑤
林
内
作
業
車
の
取
り
扱
い 

⑥
集
材
機
械
の
取
り
扱
い 

⑦
そ
の
他 

公的機関 

労働安全講習・ 

リスクアセスメント講習 
27 2 2 1 1 1 1  

伐倒造材 12 1  1     

林災防 

（林業・木材製造業

労働災害防止協会） 

チェーンソー刈払機 185 1  6  1 1  

車両系木材搬出機 

運転業務 
92 1  1 2 4 5 1 

伐木等の業務 

（特別教育含む） 
65 1  2 1   1 

労働安全講習・ 

リスクアセスメント講習 
26 2 1 1     

一人親方講習 27 2 2 1     

はい作業 15       1 

高性能林業機械 7        

不明 7   1     

発注元 

（森林組合等の 

林業経営体） 

労働安全講習・ 

リスクアセスメント講習 
1,629 11 14 10 3 3 2 2 

チェーンソー刈払機 41 1  1    1 

未記入・その他 

伐木等の業務 

（特別教育含む） 
36   1     

チェーンソー刈払機 24 1  4    1 

労働安全講習・ 

リスクアセスメント講習 
8 1       

車両系木材搬出機 

運転業務 
8     1 2  

合 計 2,209 24 19 30 7 10 11 7 
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問 13 貴団体では貴団体所属の一人親方等の作業内容を把握していますか。把握状況を

お答えください。（いずれかひとつに○） 

一人親方等の作業内容の把握状況は、「把握している」、「一部把握している」がそれぞれ

37.5％、「把握していない」が 21.9％となっている。 
 

図表 5-16 第二種特別加入団体における一人親方等の作業内容の把握状況 

 

 

 

 

 

問 14 【問 13で 1「把握している」または 2「一部把握している」と回答した方に伺います】 

貴団体が把握している貴団体所属の一人親方等の各作業の年間割合（構成比）を

教えてください。（自由記述） 

（各作業の年間割合は金額ベースでお答えください） 

作業の年間割合は、「利用間伐（造材・運材を含む）」が 28.1％、「（主伐（造材・運材を

含む））が 27.1％、「地拵え、植林、下刈り等」が 17.7％となっている。 

 

図表 5-17 第二種特別加入団体における一人親方等の各作業の年間割合（構成比） 

N = 40                                                                                              単位：％ 

作業種別 割合 

１．地拵え、植林、下刈り等 17.7 

２．除伐、切捨（保育）間伐 14.1 

３．利用間伐（造材・運材を含む） 28.1 

４．主伐（造材・運材を含む） 27.1 

５．作業道作設、補修 6.2 

６．森林調査 0.6 

７．その他（具体的に：                     ） 6.4 

 

【その他の内訳】 

図表 5-18 第二種特別加入団体における一人親方等のその他の作業 

その他の作業種 件数 

支障木伐採・雑木伐採等 3 

雑役・草刈り等 2 

造林 1 

造園 1 

木炭・椎茸生産 1 

不明 1 

N =64

作業内容の把握 37.5 37.5 21.9 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握していない 無回答

N =64

作業内容の把握 37.5 37.5 21.9 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 一部把握している 把握していない 無回答
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問 15 貴団体では貴団体所属の林業の一人親方等の就業時間を把握していますか。把握

している場合は就業時間及び把握方法をお答えください（いずれかひとつに○） 

一人親方等の就業時間の把握状況について、「把握している」が 29.7％、「把握していな

い」が 67.2％となっている。 

 

図表 5-19 第二種特別加入団体における一人親方等の就業時間の把握状況 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な就業時間別の人数】 

把握された就労時間は、「6 時間超え 8 時間以内」が最も高く 80.7％となっている。 

 

図表 5-20 第二種特別加入団体における一人親方等の就業時間分布 

N = 352                                                                                             単位：％ 

2 時間以内 
2 時間超え 

4 時間以内 

4 時間超え 

6 時間以内 

6 時間超え 

8 時間以内 
8 時間超え 

1.1 2.0 16.2 80.7 0.0 

 

 

【具体的な就業時間の把握方法】 

把握方法は、「就労報告（日報、出役簿）の提出」が最も多く 6 件、次いで「聞き取り（電

話確認）」が 4 件となっている。 

 

図表 5-21 第二種特別加入団体における一人親方等の就業時間の把握方法 

把握方法 回答件数 

就労報告（日報、出役簿）の提出 6 

聞き取り（電話確認） 4 

現場巡視 1 

8 時～17 時と認識している 1 

加入時の申告により把握 1 

未分類（3 人で作業している） 1 

  

N = 64 

就業時間の把握 29.7 67.2 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

把握している 把握していない 無回答



64 

問 16 貴団体が把握している貴団体所属の林業の一人親方等の平均作業日数（年間）を

教えてください。（自由記述） 

平均作業日数（年間）は、「210～249 日」が 46.4％と最も高く、次いで「150 日～209 日」

が 20.3％、「250 日以上」が 13.7％となっている。 

 

図表 5-22 第二種特別加入団体における一人親方等の平均作業日数分布 

N = 576                                                                                             単位：％ 

59 日以下 
60～ 

149 日 

150～ 

209 日 

210～ 

249 日 

250 日 

以上 

9.0 10.6 20.3 46.4 13.7 

 

問 17 貴団体では林業における第ニ種特別加入をしていない一人親方等の情報を把握し

ていますか。（いずれかひとつに○。） 

第二種特別加入をしていない一人親方等の情報把握では、「かなり把握している」が

9.4％、「多少は把握している」が 3.1％、「把握できていない」が 84.4％となっている。 

 

図表 5-23 第二種特別加入団体における未加入者の把握状況 

 

 

 

 

 

 

問 18 【問 17で 1「かなり把握している」または 2「多少は把握している」と回答した

方に伺います】 

貴団体では林業における第ニ種特別加入をしていない一人親方等をどのように把

握していますか。（自由記述） 

第二種特別加入をしていない一人親方をどのように把握しているかについては、「口頭

情報（集会などでの収集）」が 2 件、「雇用か請負かで把握」が 1 件、「アンケート調査で把

握」が 1 件であった。 

 

図表 5-24 第二種特別加入団体における未加入者の把握方法 

把握方法 回答件数 

口頭情報（集会などでの収集） 2 

雇用か請負かで把握 1 

アンケート調査で把握 1 

加入していない一人親方等がいない 3 

  

N = 64

加入していない一人

親方等の情報把握
9.4 3.1 84.4 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かなり把握している 多少は把握している 把握できていない 無回答

N = 64

加入していない一人

親方等の情報把握
9.4 3.1 84.4 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かなり把握している 多少は把握している 把握できていない 無回答
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問 19 貴団体から林業の一人親方等へ情報発信を行っていますか。行っている場合はど

のくらいの頻度で行っていますか。 

（いずれかひとつに○） 

一人親方等への特別加入団体からの情報発信について、「特別加入団体自ら情報発信し

ている」が 37.5％、「発注元（一人親方等に作業の委託をしている）の森林組合等から情

報発信している」が 25.0％、「情報発信していない」が 32.8％となっている。 

 

図表 5-25 第二種特別加入団体における一人親方等への情報発信状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別加入団体からの具体的な情報発信頻度】 

特別加入団体自ら情報発信の頻度は、「年 2 回」が 34.8％と最も高く、次いで「年 1回」

の 26.1％となっている。 

 

図表 5-26 第二種特別加入団体から一人親方等への情報発信頻度 

N = 23                                                                                              単位：％ 

1 回 2 回 3 回 4 回～5 回 10 回以上 不明 

26.1 34.8 8.7 4.3 8.7 17.4 

※1～2 回は、2 回とした。 

 

 

【発注元の森林組合等からの具体的な情報発信頻度】 

発注元からの情報発信の頻度は、「年 10回以上」が 33.3％と最も高く、次いで「年 2 回」

～「年 4～5 回」までが 20.0％となっている。 

 

図表 5-27 発注元の森林組合等から一人親方等への情報発信頻度 

N = 15                                                                                              単位：％ 

1 回 2 回 3 回 4 回～5 回 10 回以上 不明 

6.7 20.0 20.0 20.0 33.3 0.0 

※1～2 回は、2 回とした。3～5 回は、5 回とした。 

  

N =　64

情報発信の状況 37.5 25.0 32.8 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特別加入団体自ら情報発信している

発注元（一人親方等に作業の委託等をしている）の森林組合等から情報発信している

情報発信していない

無回答
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問 20 【問 19で 1「特別加入団体から発信」または 2「発注元から発信」と回答した方

に伺います】 

貴団体または、発注元の森林組合等から林業の一人親方等へ情報発信を行う場

合、どのような手段を用いていますか。 

（あてはまるものすべてに○。「４．その他」に回答された場合は、具体的に記

入して下さい。） 

特別加入団体または発注元が一人親方等へ行っている情報発信手段は、「郵送等による

個別発送」が 75.0％と最も高く、次いで「ホームページやメールなど電子媒体による情報

提供」が 10.0％、「ポスターなどによる情報提供」が 2.5％となっている。 

 

図表 5-28 第二種特別加入団体または、発注元の森林組合等から一人親方等への情報発信方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の内訳は、「研修会等の集会」にて配布が 5 件、「組合を通じて配布」、「電話・FAX」、

「手渡し、閲覧場所の提供」がそれぞれ 3 件となっている。 

 

図表 5-29 第二種特別加入団体または、発注元の森林組合等へのその他の情報発信方法 

情報提供方法 回答件数 

研修等の集会 5 

組合を通じて配布 3 

電話・FAX 3 

手渡し・閲覧場所の提供 3 

 

 

 

  



67 

問 21 【問 19で 1「特別加入団体から発信」または 2「発注元から発信」と回答した方

に伺います】 

現在、林業の一人親方等にどのような情報を発信していますか。また、現在は情

報発信ができていないものの、今後提供したい情報があればお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

特別加入団体または発注元が一人親方等へ行っている情報発信の内容は、「安全衛生関

係の研修の案内」が 60.0％、「労働災害発生情報」が 55.0％、「機械操作などの技術研修の

案内」が 30.0％と続いている。 

特別加入団体または発注元が一人親方等へ今後情報発信していきたい内容は、「労働災害発

生情報」が 20.0％、「安全衛生関係の研修の案内」が 12.5％、「林業機械・装備品の購買情報」、

「林業補助金制度の案内」、「傷害保険商品などの情報」がそれぞれ 10.0％と続いている。 

 

図表 5-30 第二種特別加入団体または、発注元の森林組合等から一人親方等への情報発信内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 40
％

安全衛生関係の研修の案内

労働災害発生情報

機械操作などの
技術研修の案内

林業機械・装備品の購買情報

退職金共済制度関係の情報

林業補助金制度の案内

傷害保険商品などの情報

木材市況

林業制度資金の案内

発注元の経営動向

働き方改革関連の情報

その他

無回答

60.0

55.0

30.0

27.5

20.0

12.5

12.5

10.0

7.5

7.5

2.5

15.0

12.5

12.5

20.0

7.5

10.0

5.0

10.0

10.0

5.0

5.0

7.5

7.5

0.0

70.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

現在提供している情報

今後提供したい情報
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【その他の内訳】 

その他の情報提供内容は、「健診関連のお知らせ」が 3 件、「労災保険給付内容」が 2 件

と続いている。 

 

図表 5-31 第二種特別加入団体または、発注元の森林組合等から一人親方等へのその他の情報発信内容 

情報提供内容 回答件数 

健診関連のお知らせ 3 

労災保険給付内容 2 

経営情報 1 

災害防止対策 1 

法令変更の詳細 1 

行政のプレスリリース 1 

 

 

問 22 本年 10月以降、林業の一人親方等個人に対するアンケート調査を行います。貴

団体における林業の一人親方等のリスト（住所及び氏名が分かるもの）を貸与し

て頂くことは可能ですか。 

（いずれかひとつに○） 

リストの貸与については、「リスト貸与可能」が 14.1％、「条件つきで貸与可能」が 7.8％、

「貸与できないがアンケート発送を代替することは可能」が 32.8％、「貸与・アンケート

発送はできない」が 35.9％となっている。 

 

図表 5-32 第二種特別加入団体における一人親方等のリスト貸与可否状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =　64

リストの貸与 14.1 7.8 32.8 35.9 4.7 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

リスト貸与可能

条件付きで貸与可能

貸与はできないがアンケート発送を代替することは可能

貸与・アンケート発送はできない

その他

無回答



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 一人親方等に対する調査 
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Ⅰ 一人親方等に対する調査の概要 

１ 調査の目的 

林業の現場においては、依然として死亡事故を含む労働災害が多発しており、林業を行う

者の安全の確保が急務であるとともに、人口減少社会の中でも、林業が選ばれる産業として

成長し、新規就業者が定着するためにも労働災害の発生を抑制することが不可欠である。 

特に、林業における一人親方等（労働者以外の者。事業主、自伐林家、自伐型林業を行

う者を含む）が行う林業作業については、労働者による作業でないことから、災害の発生

状況や要因等が把握できておらず、災害分析や安全対策等が行われていない状況にある。 

本調査では、林業の一人親方等の労働実態や労災保険の加入状況等を把握し、一人親方等

の林業災害防止のための安全対策を検討するための基礎資料とすることを目的に実施した。 
 

２ 調査対象 

全国の林業の一人親方等 
 

３ 調査期間 

令和 2 年 12月 22 日から令和 3 年 1 月 5日 
 

４ 調査方法 

一人親方等の情報を把握している都道府県庁及び、労働者災害補償保険第二種特別加入

団体経由で郵送による配布・回収 
 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

林業の一人親方等 840※１ 298 35.5％ 

※1…総配布数 851 通のうち、都道府県庁、第二種特別加入団体両方から経由して調査票が届いた対象者が 11

件確認されたことから、総配布数 851 通のうち 11通を差し引いている。 
 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示している。また、小数点

以下第 2 位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという

見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合がある。 

・回答者数が 1 桁の場合、回答件数による表記としている。 
 

７ 本調査における用語の定義 

本調査では、林業の一人親方等の区分について以下の定義付けを行っている。 

林業の一人親方等 
下記３つの対象（一人親方、自伐林家、自伐型林業を行う者）を総

称したもの 

一人親方 
労働者を雇わずに自分自身のみ、または自分自身とその家族だけで

林業を行っているもの 

自伐林家 
山林を所有して林業を営んでおり、自家労働を中心に自己所有林か

ら素材を生産する林業を行っているもの 

自伐型林業を行う者 
他者の森林管理を受託し、施業を実施している個人事業者・NPO 等

（併せて、所有山林で林業を行っている場合も含む） 
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Ⅱ 一人親方等に対する調査結果 

１ 一人親方等の就労状況について 

問１．あなたのお住まいの都道府県を教えてください。 

回答者の都道府県は、「大分県」が 12.4％と最も多く、次いで「愛媛県」が 11.7％、「宮

崎県」が 11.4％、「岐阜県」「滋賀県」が 8.1％と続いている。 

 

図表 6-1 一人親方等の都道府県別居住地 
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図表 6-2 都道府県別調査票配布数及び回答数 

都道府県 対象者抽出区分※１ 配布数 回答数 回答数に占める割合 

北海道 特別加入団体 9 4 1.3 

岩手県 特別加入団体 32 8 2.7 

宮城県 特別加入団体 17 7 2.3 

福島県 
特別加入団体 35 

9 3.0 
※うち重複配布数 1 

茨城県 特別加入団体 11 3 1.0 

栃木県 
特別加入団体 3 

3 1.0 
※うち重複配布数 1 

埼玉県 都道府県庁 2 1 0.3 

千葉県 特別加入団体 4 1 0.3 

新潟県 特別加入団体 3 3 1.0 

石川県 特別加入団体 5 3 1.0 

福井県 ― ― 3 1.0 

長野県 

都道府県庁 34 

13 4.4 特別加入団体 12 

※うち重複配布数 1 

岐阜県 
特別加入団体 45 

24 8.1 
※うち重複配布数 2 

静岡県 都道府県庁 24 12 4.0 

滋賀県 

都道府県庁 126 

24 8.1 特別加入団体 36 

※うち重複配布数 1 

京都府 特別加入団体 75 19 6.4 

兵庫県 ― ― 6 2.0 

奈良県 ― ― 1 0.3 

和歌山県 特別加入団体 4 1 0.3 

島根県 特別加入団体 12 3 1.0 

広島県 
都道府県庁 3 

8 2.7 
特別加入団体 26 

山口県 ― ― 5 1.7 

徳島県 特別加入団体 15 4 1.3 

香川県 都道府県庁 6 3 1.0 

愛媛県 

都道府県庁 54 

35 11.7 特別加入団体 40 

※うち重複配布数 2 

福岡県 特別加入団体 21 13 4.4 

長崎県 都道府県庁 8 5 1.7 

大分県 
特別加入団体 108 

37 12.4 
※うち重複配布数 3 

宮崎県 
都道府県庁 69 

34 11.4 
特別加入団体 12 

無回答 ― ― 6 2.0 

全  体 ― 840※２ 298 100.0 

※１…対象抽出区分は本調査を実施する際に、アンケート発送に協力頂いた都道府県庁もしくは労働者災害
補償保険第二種特別加入団体のことを示している。 

※２…配布数の合計 851 通のうち、都道府県庁、第二種特別加入団体両方から経由して調査票が届いた対象
者（重複配布数）が 11 件確認されたことから、11 通を差し引いて、840 としている。  
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問２．あなたの年齢を教えてください。（いずれかひとつに○） 

（2020 年 4月 1日現在でご記入ください） 

回答者の年代は、「60 代」が 28.5％と最も多く、次いで「70 代」が 23.2％、「50代」が

21.1％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「40 代」「60 代」「70 代」の割合が高くなっ

ている。 

 

図表 6-3 調査対象者の年代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．あなたの就労形態はどの区分に当てはまりますか。 

最も近いと思うものひとつに○をしてください。 

回答者の就労区分は、「一人親方」が 77.9％と最も多く、次いで「自伐型林業を行う者」

が 10.1％、「自伐林家」が 9.7％となっている。 

 

図表 6-4 調査対象者の就労区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

298 77.9 9.7 10.1 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一人親方 自伐林家 自伐型林業を行う者 無回答

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

1.0

0.9

3.3

8.7

9.1

3.4

13.3

12.4

12.1

17.2

13.3

21.1

23.3

13.8

16.7

28.5

27.6

34.5

30.0

23.2

22.0

31.0

23.3

5.0

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代 20代 30代 40代 50代

60代 70代 80歳以上 無回答
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N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

1.7

1.7

3.3

3.0

3.0

3.3

10.7

10.8

6.9

13.3

84.2

84.5

93.1

80.0

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

4.0

4.7

3.3

10.7

11.2

10.3

10.0

13.8

16.4

6.7

22.1

21.1

17.2

33.3

48.7

46.6

69.0

46.7

0.7

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問４．あなたの林業経験年数を教えてください。（いずれかひとつに○） 

（2020 年 4 月 1 日現在でご記入ください。途中ブランクがある場合は合計してく

ださい） 

回答者の林業経験年数は、「10 年以上」が 84.2％と最も多く、次いで「5 年以上～10 年

未満」が 10.7％、「3 年以上～5 年未満」が 3.0％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「10 年以上」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-5 林業経験年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５．林業の一人親方等になって何年になりますか。（いずれかひとつに○） 

（2020年 4月 1日現在でご記入ください。途中ブランクがある場合は合計してください） 

回答者の“林業の一人親方歴”は「10 年以上」が 48.7％と最も多く、次いで「5年以上

～10 年未満」が 22.1％、「3 年以上～5 年未満」が 13.8％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「10 年以上」、自伐型林業を行う者で「5 年以

上～10 年未満」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-6 林業の一人親方等の経験歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 年未満 1 年以上～3 年未満 3 年以上～5 年未満

5 年以上～10年未満 10年以上 無回答

1 年未満 1 年以上～3 年未満 3 年以上～5 年未満

5 年以上～10年未満 10年以上 無回答
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問６．林業の一人親方等になるまで、どのように技術を身につけてきましたか。 

（いずれかひとつに○） 

林業の一人親方等になるまでの技術の習得方法について、「林業経営体等に就業して身

につけた」が 37.9％と最も多く、次いで「一人親方等に弟子入りして身につけた」が 31.9％、

「緑の雇用事業を経由して身につけた」が 9.1％となっている。 

就労区分別でみると、他に比べ一人親方で「一人親方等に弟子入りして身につけた」、自

伐林家で「その他」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-7 林業の一人親方等になるまでの技術習得方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.「その他」の内容 

その他の技術習得方法は、「家族（父親等）から学んだ」が 24 件、「独学で勉強した」が

6 件と続いている。 

 

図表 6-8 林業の一人親方等になるまでのその他の技術習得方法 

N = 44                                                                                            単位：件数 

林業における技術の習得方法 回答件数 

家族（父親等）から学んだ 24 

独学で勉強した 6 

林業経営体以外の就業先で学んだ 4 

公的機関の林業研修で学んだ 4 

森林組合で学んだ 3 

不明 2 

同業者から学んだ 1 

  

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

37.9

39.7

31.0

36.7

9.1

10.3

10.0

31.9

35.3

3.4

30.0

19.1

13.8

62.1

20.0

2.0

0.9

3.4

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

林業経営体等に就業して身につけた 緑の雇用事業を経由して身につけた

一人親方等に弟子入りして身につけた その他

無回答
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問７．あなたの平均作業時間（１日）を教えてください。（いずれかひとつに○） 

1 日の平均作業時間は、「6 時間超～8 時間以内」が 56.0％と最も多く、次いで「4 時間

超～6 時間以内」が 32.9％、「2 時間超～4 時間以内」「8 時間超」が 4.0％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家、自伐型林業を行う者で「6 時間超～8 時間以

内」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-9 林業の一人親方等の平均作業時間（1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８．あなたの平均作業日数（年間）を教えてください。（いずれかひとつに○） 

年間の平均作業日数は、「210～249 日」が 35.9％と最も多く、次いで「150～209日」が

24.2％、「250 日以上」が 23.8％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「60～149 日」「150～209 日」、自伐型林業を

行う者で「250 日以上」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-10 林業の一人親方等の平均作業日数（年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

1.7

1.3

3.3

4.0

4.7

32.9

34.9

34.5

13.3

56.0

53.0

65.5

80.0

4.0

4.7

3.3

1.3

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2 時間以内 2 時間超～4 時間以内 4 時間超～6 時間以内

6 時間超～8 時間以内 8 時間超 無回答

59日以下 60～149 日 150 ～209 日 210 ～249 日

250 日以上 無回答

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

3.7

3.4

6.9

11.4

9.9

27.6

6.7

24.2

22.8

34.5

30.0

35.9

38.4

17.2

33.3

23.8

25.0

13.8

30.0

1.0

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問９．あなたは労災保険の一人親方の特別加入制度（第二種特別加入）に加入しています

か。（いずれかひとつに○） 

労働者災害補償保険の第二種特別加入状況について、「加入している」が 81.9％、「加入

していない」が 16.4％となっている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家、自伐型林業を行う者で「加入していない」の

割合が高くなっている。 

 

図表 6-11 林業の一人親方等の労働者災害補償保険の第二種特別加入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

81.9

89.7

41.4

63.3

16.4

9.1

58.6

36.7

1.7

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加入している 加入していない 無回答
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問 10．【問９で「１．加入している」と回答した方に伺います】 

あなたの給付基礎日額を教えてください。（いずれかひとつに○） 

労働者災害補償保険の第二種特別加入者の給付基礎日額は、「3,500 円」が 22.1％と最も

多く、次いで、「5,000 円」が 21.3％、「10,000 円」が 11.9％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「3,500 円」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-12 林業の一人親方等の第二種特別加入者の給付基礎日額の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6-13 林業の一人親方等の第二種特別加入者の給付基礎日額の分布（表） 

N = 244                                                                                             単位：％ 

3,500円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000 円 9,000 円 10,000円 12,000 円 

22.1 4.5 21.3 0.8 9.4 5.7 1.6 11.9 6.6 

14,000円 16,000円 18,000円 20,000円 22,000円 24,000円 25,000円 無回答 

1.6 1.6 2.5 1.2 0.0 0.8 3.3 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

全　体 244

一人親方 208

自伐林家 12

自伐型林業を行う者 19

22.1

21.2

33.3

26.3

4.5

4.8

8.3

21.3

22.1

8.3

26.3

0.8

1.0

9.4

8.2

8.3

10.5

5.7

6.3

5.3

1.6

1.9

11.9

12.0

8.3

15.8

6.6

6.3

8.3

10.5

1.6

1.4

8.3

1.6

1.9

2.5

2.9

1.2

0.5

8.3

5.3

0.8

1.0

3.3

3.4

4.9

5.3

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3,500 円 4,000 円 5,000 円 6,000 円 7,000 円 8,000 円

9,000 円 10,000円 12,000円 14,000円 16,000円 18,000円

20,000円 22,000円 24,000円 25,000円 無回答
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問 11．【問９で「２．加入していない」と回答した方に伺います】 

特別加入していない理由を教えてください。（あてはまるものすべてに○。「７．そ

の他」に回答された場合は具体的に記入してください。） 

労働者災害補償保険の第二種特別加入をしていない理由として、「制度を知らなかった」

が 49.0％と最も多く、「民間保険に加入済み」が 34.7％、「保険料を負担したくない」が

8.2％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「民間保険に加入済み」、自伐型林業を行う者

で「制度を知らなかった」の割合が高くなっている。 

 

 

図表 6-14 労災保険の第二種特別未加入の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6-15 労災保険の第二種特別未加入の理由（就労区分別） 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

制
度
を
知
ら
な
か
っ
た 

保
険
料
を
負
担
し
た
く

な
い 

手
続
き
が
複
雑
・
面
倒 

補
償
内
容
や
補
償
範
囲

が
十
分
で
な
い 

民
間
保
険
に
加
入
済
み 

加
入
し
よ
う
と
し
た

が
、
加
入
条
件
を
満
た

せ
な
か
っ
た 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 49  49.0 8.2 2.0 － 34.7 2.0 8.2 2.0 

一人親方 21  42.9  9.5  4.8  － 28.6  － 9.5  4.8  

自伐林家 17  52.9  11.8  － － 47.1  5.9  － － 

自伐型林業を行う者 11  54.5  － － － 27.3  － 18.2  － 
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【その他の内訳】 

その他の特別加入をしていない理由として、「公益財団法人の保険に加入している」が 2

件、「不明」が 2 件となっている。 

 

図表 6-16 労災保険の第二種特別未加入のその他の理由 

N = 4                                                                                             単位：件数 

特別加入をしていない理由 回答件数 

公益財団法人の保険に加入している 2 

不明 2 
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問 12．仕事の請負契約における発注金額ベースで最も多い発注者を教えてください。 

（いずれかひとつに○。「５．その他」に回答された場合は具体的に記入してくだ

さい。） 

仕事の主な発注先は、「森林組合」が 59.7％と最も多く、次いで「林業経営体（森林組合

以外、素材生産業者等）」が 13.4％、「木材市場」が 3.4％となっている。 

就労区分別でみると、他に比べ一人親方で「森林組合」、自伐林家、自伐型林業を行う者

で「その他」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-17 仕事の請負契約における主な発注先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の発注先は、「自己所有林で作業を行っている」が 14 件、「森林所有者から個人的

に請け負っている」が 9 件、「特になし」が 7 件と続いている。 

 

図表 6-18 仕事の請負契約におけるその他の主な発注先 

N = 39                                                                                            単位：件数 

最も多い発注者 回答件数 

自己所有林で作業を行っている 14 

森林所有者から個人的に請け負っている 9 

特になし 7 

地方自治体から請け負っている 3 

その他企業（選択肢以外の企業）から請け負っている 3 

不明 2 

自分で仕事を開拓している 1 

  

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

59.7

64.7

27.6

53.3

13.4

15.5

10.0

3.4

3.0

3.4

6.7

2.0

2.6

14.4

8.2

55.2

26.7

7.0

6.0

13.8

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

森林組合

木材市場

その他

林業経営体（森林組合以外、素材生産業者等）

製材工場・合板工場

無回答
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問 13．あなたの作業内容と主な作業形態を教えてください。 

（作業ごとに一人作業かﾁｰﾑ作業か、いずれかひとつに○。実施していない作業は×を

記入してください。「７．その他」に回答された場合は具体的に記入してください。） 

主な作業種ごとの作業形態をみると「５．作業道作設、補修」を除き、すべての作業で

「一人作業」に比べ「チーム作業」が多くなっている。 
 

図表 6-19 主な作業種ごとの作業形態 

N = 298                                                                                             単位：％ 

作業種別 一人作業 ﾁｰﾑ作業 

１．地拵え、植林、下刈り等 20.8 34.6 

２．除伐、切捨（保育）間伐 27.2 37.2 

３．利用間伐（造材・運材を含む） 21.8 27.5 

４．主伐（造材・運材を含む） 16.8 20.8 

５．作業道作設、補修 22.5 17.1 

６．森林調査 10.7 13.4 

７．その他（具体的に：                ） 4.0 5.0 

※一人作業、チーム作業の各設問において○と回答した者のみ抜粋 

 

【その他の内訳】 

その他の作業種は「特殊伐採」が 5 件、「支障木伐採」「製炭」が 4 件、「造材」が 3 件と

続いている。 
 

図表 6-20 その他の作業種 

N = 25                                                                                            単位：件数 

その他の作業種 回答件数 

特殊伐採 5 

支障木伐採 4 

製炭 4 

造材 3 

運材 2 

作業道の補修等 2 

獣害防護柵等 2 

薪生産 1 

所有者との交渉 1 

花木採集（シキミ） 1 
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問 14．作業種別に、作業時に使用している安全・衛生装備について教えてください。 

（各作業の安全・衛生装備について、あてはまるものすべてに○をしてください。） 

【１．植林】 

植林作業における安全・衛生装備の状況は、「ヘルメット」が 65.4％と最も多く、次い

で「呼子」が 24.7％、「空調服」が 16.5％と続いている。 

 

図表 6-21 植林作業における安全・衛生装備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．刈払機作業（下刈、除伐）】 

刈払機作業（下刈、除伐）作業における安全・衛生装備の状況は、「ヘルメット」が 81.8％

と最も多く、次いで「保護眼鏡」が 58.5％、「空調服」が 30.8％と続いている。 

 

図表 6-22 刈払機作業における安全・衛生装備の状況 
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【３．チェーンソー作業（間伐、主伐）】 

チェーンソー作業（間伐、主伐）における安全・衛生装備の状況は、「ヘルメット」が

95.6％と最も多く、次いで「防護ズボン」が 71.7％、「保護眼鏡」が 52.2％と続いている。 
 

図表 6-23 チェーンソー作業における安全・衛生装備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【４．森林調査】 

森林調査における安全・衛生装備の状況は、「ヘルメット」が 49.2％と最も多く、次い

で「呼子」が 15.0％、「空調服」が 12.8％と続いている。 
 

図表 6-24 森林調査における安全・衛生装備の状況 
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【５．車両系林業機械作業】 

車両系林業機械作業における安全・衛生装備の状況は、「ヘルメット」が 68.2％と最も

多く、次いで「呼子」が 15.5％、「無線」が 8.6％と続いている。 

 

図表 6-25 車両系林業機械作業における安全・衛生装備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15．これまで業務を行う上で労働災害に見舞われたことがありますか。 

（いずれかひとつに○）（労働災害には「休業初日から３日目までの災害」、「休業

４日以上の労働災害」の両方を含みます。） 

労働災害の発生状況は「労働災害に見舞われたことはない」が 43.0％と最も多く、次い

で「休業 4 日以上の労働災害」が 25.2％、「日数は覚えていないが、労働災害に見舞われ

た」が 14.8％となっており、約半数は労働災害に見舞われている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「労働災害に見舞われたことはない」、自伐型

林業を行う者で「休業 4 日以上の労働災害」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-26 労働災害の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

5.4

5.6

6.9

3.3

25.2

24.1

24.1

36.7

14.8

15.5

6.9

20.0

43.0

42.7

58.6

30.0

11.7

12.1

3.4

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

休業初日から３日目までの災害

休業４日以上の労働災害

日数は覚えていないが、労働災害に見舞われた

労働災害に見舞われたことはない

無回答
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問 16．【問 15で１～３と回答した方に伺います】 

あなたが見舞われた労働災害は、下記のどの事故の型に当てはまりますか。最も近

い選択肢をお選びください。（いずれかひとつに○） 

労働災害の事故の型は、「切れ、こすれ」が 30.4％と最も多く、次いで「飛来、落下」

「はさまれ、巻き込まれ」が 14.8％、「転倒」が 11.9％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家で「切れ、こすれ」、自伐型林業を行う者で「墜

落、転落」「はさまれ、巻き込まれ」の割合が高くなっている。 

 

図表 6-27 労働災害の事故の型別発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の労働災害では、「蜂刺され」が 7 件、「不明」が 3 件、「チェーンソーの身体接

触」が 2 件となっている。 

 

図表 6-28 その他の労働災害 

N = 12                                                                                            単位：件数 

労働災害の区分 回答件数 

蜂刺され 7 

不明 3 

チェーンソーの身体接触 2 

 

  

N =

全　体 135

一人親方 105

自伐林家 11

自伐型林業を行う者 18

6.7

4.8

9.1

11.1

11.9

12.4

18.2

5.6

5.9

4.8

9.1

11.1

14.8

16.2

16.7

5.9

6.7

9.1

14.8

15.2

22.2

30.4

30.5

45.5

22.2

8.1

8.6

9.1

5.6

1.5

1.0

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

135 6.7 11.9 5.9 14.8 5.9 14.8 30.4 8.1 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

墜落、転落 転倒 激突

飛来、落下 崩壊、倒壊 激突され

はさまれ、巻き込まれ 切れ、こすれ 高温、低温物との接触

交通事故 その他 無回答
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問 17．これまで体験したヒヤリ・ハットを教えてください。当てはまる作業種ごとに、ヒ

ヤリ・ハットの種類、発生時の原因、発生時の状態を下記の表からお選びいただき、

番号を記入ください。番号は複数選んで頂いても構いません。 

作業種ごとに、ヒヤリ・ハットの発生状況等をみると、特に「間伐」で 131件、「下刈り」で

79件、「除伐」で 68件、「主伐」で 49件のヒヤリ・ハットが発生していることがうかがえる。 

間伐時は、特に「落ちて（飛んで）きたものに当たりそうになった」が多く、発生時の

原因としては「作業安全の確認が不十分」、発生時の状態としては「大丈夫だと思った」と

いう回答が多かった。 

下刈り時は、特に「転びそうになった」が多く、発生時の原因としては「作業姿勢の悪

さ」、発生時の状態としては「体のバランスをくずした」という回答が多かった。 

除伐時は、特に「落ちて（飛んで）きたものに当たりそうになった」が多く、発生時の原因

としては「作業安全の確認が不十分」、発生時の状態としては「大丈夫だと思った」という回

答が多かった。 

主伐時は、特に「落ちて（飛んで）きたものに当たりそうになった」が多く、発生時の

原因としては「作業安全の確認が不十分」、発生時の状態としては「予想と違った」という

回答が多かった。 

図表 6-29 作業種ごとのヒヤリ・ハット事例 
 
※作業種ごとに件数の多かったヒヤリ・ハットの種類・原因・状態の上位 3 項目を抜粋 

※回答者がひとつの作業種に対して、複数のヒヤリ・ハットの種類・原因・状態を回答しているため、作業種（件数）と

合計が合わない場合がある 

作業種 

（件数） 

ヒヤリ・ハットの 

種類 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

原因 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

状態 
件数 

地
拵
え
（
29
件
） 

・落ちそうになった 

・転びそうになった 
14 

・作業安全の確認が 

不十分 
13 ・大丈夫だと思った 13 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
11 ・無理な作業を行った 9 ・気がつかなかった 12 

・ぶつかりそうになった 4 ・環境の未確認 7 
・見えなかった 

・安易に考えた 
9 

植
林
（
18
件
） 

・転びそうになった 14 
・作業安全の確認が 

不十分 
7 ・気がつかなかった 9 

・落ちそうになった 7 ・作業姿勢の悪さ 5 ・体のバランスをくずした 6 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
3 ・環境の未確認 4 ・安易に考えた 5 
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作業種 

（件数） 

ヒヤリ・ハットの 

種類 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

原因 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

状態 
件数 

下
刈
り
（
79
件
） 

・転びそうになった 48 ・作業姿勢の悪さ 26 ・体のバランスをくずした 30 

・落ちそうになった 27 
・作業安全の確認が 

不十分 
25 ・気がつかなかった 24 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
14 ・無理な作業を行った 23 ・大丈夫だと思った 23 

雪
起
こ
し
（
0
件
） 

― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― 

つ
る
切
り
（
7
件
） 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
3 

・作業安全の確認が 

不十分 

・かかり木を放置していた 

2 ・大丈夫だと思った 3 

・落ちそうになった 

・ぶつかりそうになった 

・転びそうになった 

2 

・作業に必要な準備や

点検が不十分 

・環境の未確認 

1 

・見えなかった 

・気がつかなかった 

・予想と違った 

・体のバランスをくずした 

2 

― ― ― ― ― ― 
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作業種 

（件数） 

ヒヤリ・ハットの 

種類 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

原因 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

状態 
件数 

除
伐
（
68
件
） 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
36 

・作業安全の確認が 

不十分 
27 ・大丈夫だと思った 26 

・転びそうになった 21 ・無理な作業を行った 23 ・予想と違った 19 

・倒れ（崩れ）てきた 18 ・作業姿勢の悪さ 15 ・安易に考えた 15 

枝
打
ち
（
23
件
） 

・落ちそうになった 8 
・作業安全の確認が 

不十分 
9 ・大丈夫だと思った 9 

・切りそうになった 6 ・作業姿勢の悪さ 6 ・安易に考えた 7 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 

・はさまれ（巻き込まれ）

そうになった 

4 ・無理な作業を行った 3 ・体のバランスをくずした 5 

間
伐
（
131
件
） 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
59 

・作業安全の確認が 

不十分 
59 ・大丈夫だと思った 56 

・はさまれ（巻き込まれ）

そうになった 
42 ・無理な作業を行った 31 ・予想と違った 54 

・切りそうになった 27 ・作業姿勢の悪さ 27 ・安易に考えた 42 
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作業種 

（件数） 

ヒヤリ・ハットの 

種類 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

原因 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

状態 
件数 

主
伐
（
49
件
） 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
29 

・作業安全の確認が 

不十分 
25 ・予想と違った 18 

・切りそうになった 19 
・無理な作業を行った 

・作業姿勢の悪さ 
12 ・大丈夫だと思った 17 

・転びそうになった 12 ・環境の未確認 9 ・気がつかなかった 16 

造
材
（
36
件
） 

・切りそうになった 16 
・作業安全の確認が 

不十分 
15 ・大丈夫だと思った 17 

・はさまれ（巻き込まれ）

そうになった 
15 

・作業手順の間違い 

・作業姿勢の悪さ 
9 ・予想と違った 16 

・ぶつかりそうになった 8 
・機械の使用方法及び

操作が不適切 
5 ・安易に考えた 9 

集
材
・
運
材
（
56
件
） 

・はさまれ（巻き込まれ）

そうになった 
22 

・作業安全の確認が 

不十分 

・無理な作業を行った 

・機械の使用方法及び

操作が不適切 

18 ・大丈夫だと思った 23 

・落ちそうになった 17 

・作業に必要な準備や

点検が不十分 

・作業姿勢の悪さ 

9 
・安易に考えた 

・予想と違った 
19 

・転びそうになった 

・ぶつかりそうになった 
13 ・作業手順の間違い 7 ・あわてていた 10 
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作業種 

（件数） 

ヒヤリ・ハットの 

種類 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

原因 
件数 

ヒヤリ・ハット発生時の 

状態 
件数 

森
林
調
査
（
6
件
） 

・転びそうになった 5 

・作業安全の確認が 

不十分 

・環境の未確認 

2 ・大丈夫だと思った 3 

・落ちそうになった 

・倒れ（崩れ）てきた 

・激突されそうになった 

・はさまれ（巻き込まれ）

そうになった 

・切りそうになった 

・やけどしそうになった、

高温（低温）で具合が

悪くなった 

1 ・作業姿勢の悪さ 1 

・気がつかなかった 

・予想と違った 

・体のバランスをくずした 

1 

― ― ― ― ― ― 

全 

体
（
502
件
） 

・落ちて（飛んで）きたもの

に当たりそうになった 
151 

・作業安全の確認が 

不十分 
199 ・大丈夫だと思った 191 

・転びそうになった 146 ・無理な作業を行った 120 ・予想と違った 145 

・落ちそうになった 101 ・作業姿勢の悪さ 115 ・安易に考えた 132 
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問 18．労働安全のための講習等の受講状況について教えてください。 

（あてはまるものすべてに○。「８．その他」に回答された場合は具体的に記入し

てください。） 

労働安全のための講習等の受講状況について、「林災防主催の安全講習を受講」が 52.7％

と最も多く、次いで「労働安全衛生法における特別教育を受講」が 49.7％、「都道府県主

催の安全講習を受講」が 31.2％と続いている。 
 

図表 6-30 労働安全のための講習等の受講状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の講習については、「森林組合主催の講座を受講」が 4 件、「林業研究会主催の講

習を受講」「財団法人主催の講習を受講」「他社（選択肢以外）主催の講座を受講」が 1 件

となっている。 

図表 6-31 労働安全のためのその他の講習等の受講状況 

N = 7                                                                                             単位：件数 

労働安全のための講習等の受講状況 回答件数 

森林組合主催の講座を受講 4 

林業研究会主催の講習を受講 1 

財団法人主催の講習を受講 1 

他社（選択肢以外）主催の講座を受講 1 
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問 19．【問 18で 1～8と回答した方に伺います】 

受講内容を教えてください。（あてはまるものすべてに○。「７．その他」に回答さ

れた場合は具体的に記入してください。） 

労働安全講習の受講内容は、「チェーンソーの取り扱い」が 85.5％と最も多く、次いで

「災害発生事例の共有」が 60.6％、「危険意識の醸成」が 53.9％と続いている。 

 

図表 6-32 労働安全講習の受講内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の受講内容については、「刈払い機の取り扱い」が 6 件、「ロープ高所作業」「玉掛

け」が 2 件と続いている。 

 

図表 6-33 労働安全講習のその他の受講内容 

N = 15                                                                                            単位：件数 

労働安全のための講習等の受講状況 回答件数 

刈払い機の取り扱い 6 

ロープ高所作業 2 

玉掛け 2 

作業道等開設 1 

フォークリフト等技能講習 1 

事故発生時応急措置訓練、救命救急等 1 

林業架線作業主任者能力向上教育 1 

その時々の林業に関するトピックスについて 1 
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問 20．あなたが安全に関する情報を主にどこから得ているか教えてください。 

（いずれかひとつに○） 

安全に関する情報の入手先について、「森林組合」が 49.3％と最も多く、次いで「国（労

働局や労働基準監督署等）」が 15.4％、「都道府県」が 14.1％と続いている。 

就労区分別でみると、他に比べ自伐林家、自伐型林業を行う者で「都道府県」の割合が

高くなっている。 

図表 6-34 安全に関する情報の入手先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の安全に関する情報の入手先は、「インターネット」が 5 件、「林業・木材製造業

労働災害防止協会」「特になし」が 3 件と続いている。 

 

図表 6-35 安全に関する情報のその他の入手先 

N = 16                                                                                            単位：件数 

安全に関する情報の入手先 回答件数 

インターネット 5 

林業・木材製造業労働災害防止協会 3 

特になし 3 

林業に関する書籍 1 

林業研究会 1 

資格取得時の安全講習 1 

同業者 1 

自ら経験を積んで学んだ 1 

  

N =

全　体 298

一人親方 232

自伐林家 29

自伐型林業を行う者 30

15.4

15.9

13.8

13.3

14.1

11.2

24.1

30.0

49.3

53.9

31.0

33.3

1.3

1.7

2.7

2.6

3.3

3.0

3.0

6.7

6.7

6.5

6.9

10.0

3.7

2.2

17.2

3.3

3.7

3.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（労働局や労働基準監督署等） 都道府県

森林組合 第二種特別加入団体

機械メーカー 発注者

仕事仲間 その他

無回答
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問 21．一人親方等の皆様を対象とした、安全対策等に関するパンフレット等の作成を予定

しております。望ましいサイズや記載してほしい内容などがありましたら教えてく

ださい。 

【① 望ましいサイズ】 

安全対策に関するパンフレット等の望ましいサイズは、「本調査票のような冊子サイズ」

が 41.6％と最も多く、次いで「携帯ができる手帳サイズ」が 32.9％、「壁に掲示できるポ

スターサイズ」が 11.1％と続いている。 

 

図表 6-36 安全対策等に関するパンフレット等の望ましいサイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他の望ましいサイズ・形態は、「必要がない」が 5 件、「スマートフォンで閲覧がで

きるもの」が 4 件と続いている。 

 

図表 6-37 安全対策等に関するパンフレット等のその他の望ましいサイズ 

N = 12                                                                                            単位：件数 

パンフレット等の望ましいサイズ・形態 回答件数 

必要がない 5 

スマートフォンで閲覧ができるもの 4 

不明 2 

老眼鏡なしでも読める文字サイズを希望 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

N =

298 41.6 11.1 32.9 4.0 10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本調査票のような冊子サイズ 壁に掲示できるポスターサイズ

携帯ができる手帳サイズ その他

無回答
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【② 記載してほしい内容】 

安全対策に関するパンフレット等へ記載してほしい内容は「一人親方等のヒヤリ・ハッ

ト事例」が 54.7％と最も多く、次いで「労働災害に関する統計情報」が 38.3％、「林業機

械の取り扱いについて」が 36.9％と続いている。 

 

図表 6-38 安全対策等に関するパンフレット等へ記載してほしい内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内訳】 

その他のパンフレット等に記載してほしい内容は、「特になし」「分類不能」が 3件、「一

人作業の禁止について」「位置情報の確認について」「親しみやすいキャラクターの活用」

が 1 件となっている。 

 

図表 6-39 安全対策等に関するパンフレット等へ記載してほしいその他の内容 

N = 9                                                                                             単位：件数 

パンフレット等に記載してほしい内容 回答件数 

特になし 3 

分類不能 3 

一人作業の禁止について 1 

位置情報の確認について 1 

親しみやすいキャラクターの活用 1 
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Ⅲ 一人親方等に対するヒアリング調査の概要 

１ 調査の目的 

本ヒアリング調査は、一人親方等の労働実態や有効な作業安全対策を把握、深堀し、安全

対策等のパンフレットや点検マニュアルを作成するための基礎情報を得ることを目的に実

施した。 

 

２ 調査対象 

林業の一人親方等に対するアンケート調査に回答を頂いており、かつ、本ヒアリング調

査に協力が可能であると回答を得られた一人親方等 

 

３ 調査期間 

令和 3 年 2 月 8 日から令和 3 年 2 月 22 日 

 

４ 調査方法 

FAX によりヒアリング調査票を送付し、15 件の回答が得られた。 

(回答者の構成は、一人親方 11 件、自伐林家 3 件、自伐型林業を行う者 1 件) 

 

Ⅳ 一人親方等に対するヒアリング調査結果 

１ 一人親方等へのヒアリング調査結果 

問１ 一人親方等になった経緯・理由について教えてください。 

○森林組合や事業体等からの独立 

・森林組合、作業員として 8 年経った後、自由に広く活動するために独立した。 

・以前、森林組合の作業員として作業に従事していたが、自身が使用する装備品や作業で必要

な道具を相談したところ、導入されるまでに長く時間がかかり、それまでの作業が不便なま

まだったから。また、現場の段取り等も自ら行いたいと思ったため一人親方になった。 

・事業体を退職し、家業の林業をすると共に自分だけの林業をしたかったから。 

・法人のままだと、補助金の申請が難しいことから、個人事業主となった。 

・サラリーマンより自分の能力で仕事ができるため。 

・勤めていた会社社長が病死したことと、他作業者が高齢化したため。 

・勤務していた木材会社が倒産し、近隣に魅力的な再就職先がなかったため、これまでの

経験を生かして仕事をしてみようと思った。・自営業で林業をするため。 

・自分の技術を活かした丁寧な仕事、山作りがしたくて一人親方等になった。 

・以前、素材生産の林業会社に勤めていたが、75 才になり、ゆっくり自由にできる自伐林

業を始めた。 

・人間関係に疲れたこと。機械、設備投資額が、回収可能範囲で独立できると判断した。

また、経営者となることで売上と収入が連動して所得が増えることが見込まれた。 

・最新機械情報や補助金の流れ等が、直接習得できるため。  
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○家業の継承、知人の手伝い等 

・親から山林（約 20ha）を相続したため。また、その山林をきれいに美しく保つため。 

・家業としての林業（自伐林家）、息子と二人で搬出間伐を中心に施業している。（使用機

械等：5.5t と 3.5t のバックホー2 台、各々地曵ウィンチ及びグラップル、2t 積林内運

搬車、3t 積クレーン付トラック） 

・年間の山林作業の期間事業量が不定期、不定量のため。また、自身で山林、田、畑を所

有しているため。 

・同業の知人から仕事を手伝ってほしいと頼まれたため、一人親方等になった。 

○その他 

・汗を掻いて働くことが好きであり、山を上り下りすることで足腰の筋肉が衰えない。働

くことで毎日が充実し、作業が完了した後の、奇麗になった現場を見ることで心が満た

されることがうれしい。 

 

問２ 普段の作業体制について教えてください。（恒常的に一人で行わざる得ない作業は

ありますか。また、チームで行う場合でも、普段作業を共にしないメンバーと行う

ことはありますか。） 

【一人で行っている仕事について】 

○一人で行っている作業 

・下刈り（4 件） 

・間伐、切捨て間伐、伐木、造材、森林調査（3 件） 

・枝打ち、支障木伐採、木材搬出、作業道開設（2 件） 

・地拵え、植林、除伐、写真管理、経理事務（1 件） 

○チーム作業の実施等について 

・通常は 2 人で作業しているが、相手が何らかの理由で休んだ時は一人で作業を実施して

おり、その場合は最善の注意を払っている。 

・主に一人で行なってきたが、この 2～3年前から高齢になり（満 71 歳）、体力が落ちてき

たこともあり、妻が相当手伝ってくれている。 

・安全のため、一人作業は原則として行っていない。 

・チェーンソー伐採、林業機械での作業は必ず二人体制で行う。単独作業はしていない。 

・自伐林業は、いつも 1 人で作業している。自伐林業以外にもボランティアで森林作業を

行っている。月 2～3 日位、このメンバーはいつも変更がある。 

・育林業に特化して、基本一人で作業しているが、応援者は常時 3 人～4 人いる。工期や

受託面積等に応じて、チーム作業もある。ただ、育林業の作業は、個々の作業なので、

重機や架線は一切使わない。作業エリアも、分配してエリア内で、同時作業は無い様に

している。 
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【チームで行っている仕事について】 

○チームで行っている仕事 

・特殊伐採（2 件） 

・支障木伐採 

・架線作業、集材作業、造園関係 

・木寄せウィンチを使うとき、合図を決めて動作で伝える。 

 

【コミュニケーションの方法】 

○ミーティング等の対面コミュニケーション 

・朝夕のミーティングでコミュニケーションをとっている。 

・朝のミーティング時やまたその都度コミュニケーションを取っている。 

・毎朝、または作業終了後にそれぞれの進捗状況を報告し合う。 

・誰と組む時でも、とにかく何でも口に出して、風通しを良くすることを大事にしている。 

・育林、伐採作業は、森林組合作業班との組作業で行っている。 

○遠隔でのコミュニケーション 

・携帯電話の活用。 

・ブルートゥースによる無線での会話を行っている。 

・作業中は無線等を活用している。 

・気づいたことがあればスマートフォンの LINE を活用して連絡を取り合っている。 

○その他 

・同様の一人親方二人と一緒に仕事をしている。常時固定されたメンバーであり、意志の

疎通は十分に図られている。 

・外部の人と一緒に作業をすることはない。雇用をすることもない。 

 

問３ 安全装備等の状況について教えてください。 

【安全装備は自ら準備していますか。/貸与を受けていますか】 

・自ら準備している（14 件） 

・特にお金のかかる安全装備は使っていない。頭はヘルメット、足元はピン付地下足袋で

ある。様々な安全装備があるが、体に負担になるので使用していない。（今の所、体に損

傷を与える大ケガはない） 

 

【安全装備の点検は自ら行っていますか】 

・自ら行っている（14 件） 

・特に行っていない（1 件） 
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【安全装備の点検はどれくらいの頻度で行っていますか】 

・毎日行っている（12 件） 

・2～3 週間に 1 回行っている（1 件） 

・半年に 1 回行っている（1 件） 

・特に行っていない（1 件） 

 

【本来装着する必要があるが、用意ができていない装備などはありますか】 

・上半身の防護服（2 件） 

・イヤーマフ、チェーンソーブーツ 

・林業用のブーツ（鉄芯入り、地下足袋（スパイク）を使っています） 

・山仕事で一番よくある事は、特に高齢になったせいでもあるが、足元が原因となる事故。

特に、足が何かに引っかかって転倒する事が一番多い。山の斜面での転倒は落下して大

怪我になる事があるので注意している。それでヘルメットとピン付地下タビは必須。 

・特になし（10 件） 

 

【業務の慣れ等により、安全装備を装着しなかったことはありますか。それはどのような作業時ですか】 

○各種作業時 

・山林調査や間伐調査の際にヘルメットを装着しなかった。 

・草刈り（平地の場合） 

・原木出荷のため、木口の切り直しをする時、安全装備を装着しないでチェーンソーを使

用したことがある。 

・チェーンソーズボン。高価で常時使用は難しい。汚れがおちないので不快に感じる。 

○早朝や夕方、気温の影響等 

・朝の早い時間帯に、チャプスをうっかり装着し忘れたことがあった。 

・体力が落ちて装備が苦になる時（特に夕方が多い）。全ての作業について言えるが、足場

の悪い所で働くので、体にこたえない軽い装備が安全につながると思う。 

・夏場の切捨て間伐時。暑くて、チャップスや防護ズボンが履けない。 

○短時間の作業時 

・すぐに終わる作業で天候が雨だった時、カッパを着用するのが面倒に感じ、装着しなか

ったことがある。 

・短時間で終わる作業の時に装着しなかったことがある。 

○その他 

・特になし（6 件） 
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問４ これまで体験したヒヤリ・ハット事例ついて教えてください。（アンケート調査で

ご記入いただいた事例、もしくはその他の事例があれば詳しく教えてください。） 

【どのような作業の際でしたか。/きっかけとなった動作はありますか】 

○間伐（10 件） 

①間伐作業で同僚が伐った直径 10 センチ、長さ 7 メートルくらいの雑木の枝が背中を直

撃した。 

②間伐作業中、掛かり木が外れなかったので、放置して作業していたら、直径 20センチく

らいの杉が外れて頭の上に落ちてきた。背中に背負っていたバッグの肩紐は切れたが、

幸い怪我はなかった。今もこのことを思い出すと、どうして生きているのか信じられな

い。ヘルメットの破損はなし。 

③間伐作業中、伐倒方向が急に 90 度変わって、同僚を事故に遭わせるところだった。（の

ことについては、今でも思い起こして眠れないことがある） 

④間伐作業中、伐倒木を伐倒した瞬間、木と木の間に遭ったつるが支点となって、宙に浮

いた状態で切断した伐倒木が振り子になって、自分に向かってきて直撃しそうになった。 

⑤根元から倒れかかった木の斜面下での間伐作業で、倒れかかった木が倒れてきた。 

⑥切り捨て間伐の際、枯マツの枝が折れて、肩に当たった。退避したが、隣の木に当たっ

て自分の方向へ飛んできた。 

⑦ウィンチでかかり木の処理をしていた時、倒れた木元が思わぬ動きをして、衝突しそう

になった。（十分な退避距離をとっていなかった。） 

⑧かかり木になった木の根元側に、ウィンチのワイヤーを掛け、スナッチで方向を変えて

引いていた。ツルが完全に切れていないのに、ウィンチで引いたのでワイヤーが切れ、

スナッチ共々飛んで行った。 

⑨広葉樹と枝のからんだ、ヒノキの伐倒時。 

⑩チェーンソーで、雑木を伐っていて、伐った木が、自分に被さった。 

○下刈り（9 件） 

①下刈り作業中、穴に落ちて転倒した。 

②下刈り作業中、山際で足を踏み外して 3 メートルくらい転落した。 

③下刈り作業中、笹刃が伐根に当たりキックバックした。それまで草刈りはチップソーで

していたので笹刃のキックバックは初めての経験だった。 

④下刈り作業中、刈った後の茅で滑って転倒。 

⑤下刈り作業中、急斜面でコマ切れした丸太が落下した。 

⑥標高の高い現場の下刈り作業中、大きな石が何らかの弾みで落下して行った。しばらく

誰かに当たらなかったか心配だった。 

⑦下刈り作業途中、休憩していたら隣の山の枯れ大木が、下刈りが終了した部分に倒れた。 

⑧下刈り作業中、刈払い機によるキックバック。 

⑨下刈り作業中、捨ててあった 9 ミリ位の切れたワイヤーが、刃に接触した勢いで、顔面

に直撃した。 
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○地拵え（2 件） 

①地拵え作業中、灌木の幹（長さ 30 センチくらい）が 10 メートル程飛んで行って同僚に

当たりそうになった。 

②急斜面の地拵え作業中、笹刃が伐倒されて放置してあった。丸太に笹刃が食い込んだシ

ョックで丸太が動いて安全ベルトをしていることで、一緒に機械もろとも滑落しそうに

なった。 

○危険木伐採・特殊伐採（2 件） 

①危険木伐採補助役で、目測を誤って落ちてきた枝の下敷、伐採木の下敷になりそうにな

った。 

②特殊伐採（樹上作業）で思った方向に倒れなかった。 

○枝打ち（1 件） 

①大径木の伐倒で使用した大型チェーンソーで、そのまま枝払い作業を行った時、ため枝

にチェーンソーが弾かれ、機体重量があったため、勢いを完全に止めることができなか

った。 

○造材（1 件） 

①玉切りの時、枝を落していて、足がすべりチェーンソーが足にかすった。怪我は無く、

ズボンが破けただけだった。 

○その他（5 件） 

①伐採前の幹回りを計測する立木調査中、土壌が柔らく、落ち葉などが堆積する斜面を 10

メートルほど滑って、幹回り 50センチくらいの杉の木に当たって脳震とうを起こした。

ヘルメットを装着しているおかげで助かった。 

②作業現場に向かう途中、前を歩いていた同僚が、林道の下が空洞になっていて急に穴が

開いて約 3 メートル下に落ちたことがあった。 

③機械（運搬車）を扱う時が多い。ウィンチで吊り込んだ木が何かに当たって乱れる事が

ある。又、扱う丸玉が重量物なので、挟まれたり、ぶつかったりする 

④一人親方になってからはヒヤリ・ハットを経験することはない。あるとすれば猪穴につ

まずくこと。 

⑤伐倒、造材、搬出、沢山ありすぎて、きっかけは様々で書ききれない。 
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【その動作によってどのような危険な体験をしましたか。/助けを呼ぶことができましたか】 

・木の先の方で下敷きになって、仲間に助けてもらった。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑤に対する回答） 

・助けを呼ぶことができた。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑥に対する回答） 

・約 2 キログラムのスナッチが 3 メートル位前方を飛んで行った。かなりの速度であり驚

いた。怪我はなかったが人は呼んでいない。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑧に対する回答） 

・生きていると思っていた広葉樹の枝が、実際は枯れており、ヒノキの伐倒と同時に落下

してきた。万一に備えて退避したので、事なきを得た。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑨に対する回答） 

・刈払い機に振り回された。怪我には至らなかったため、助けは呼んでいない。 

（下刈りのヒヤリ・ハット⑧に対する回答） 

・樹上での伐採中、自分のいる方向へ傾いてきた。 

（危険木伐採・特殊伐採のヒヤリ・ハット②に対する回答） 

・作業ズボンの膝上を切った。 

（枝打ちのヒヤリ・ハット①に対する回答） 

・吊り込んだ丸玉が乱れて頭に当りそうになったが、完全に回避する事ができた。（機械の

動きは早いので、時についていけないことがある。） 

（その他のヒヤリ・ハット③に対する回答） 

・ケースによって異なる。ヒヤリ・ハットで助けは呼ばない。 

（その他のヒヤリ・ハット⑤に対する回答） 

 

【その体験後に注意していることはありますか】 

・周囲の確認と、危険な所には近づかない。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑤に対する回答） 

・枯枝に注意して、折れそうな枝を予知すること。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑥に対する回答） 

・伐倒時は、十分な退避距離をとる。95％は思ったとおりの倒れ方をするが、1～5％ぐら

いの確率で思わぬ方向に倒れたり、動きをすることがあるため、注意する。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑦に対する回答） 

・ワイヤーの内角に入らない様にしている。ウィンチのリモコン操作は、支障のない離れ

た所で操作している。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑧に対する回答） 

・常に万一の事を想定し、より安全な行動をとるようにしている。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑨に対する回答） 

・荷重方向を正確に、確認する。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑩に対する回答）  
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・下刈り時は、あせらず下草にかくれている伐根株に注意する。 

（下刈りのヒヤリ・ハット⑧に対する回答） 

・ゴーグル装着。 

（下刈りのヒヤリ・ハット⑨に対する回答） 

・自分の勘を信じない。 

（危険木伐採・特殊伐採のヒヤリ・ハット①に対する回答） 

・樹冠の重心の見極め、枝のつき方による重心の変化 

（危険木伐採・特殊伐採のヒヤリ・ハット②に対する回答） 

・すぐ終わる作業でも防護衣を着用する。 

（枝打ちのヒヤリ・ハット①に対する回答） 

・足場の確保 

（造材のヒヤリ・ハット①に対する回答） 

・原因は、一瞬目をそらしたことなので、丸玉を吊み終えるまで目をそらさない様にして

いる。 

（その他のヒヤリ・ハット③に対する回答） 

・作業は全て安全を担保したいが無理です。 

（その他のヒヤリ・ハット⑤に対する回答） 

・体験したヒヤリ・ハットを繰り返さないことを強く思って作業する、事故を起こして、

組合、同僚、家族に迷惑を掛けないように強い思いで作業に当たる。 

（複数記載のヒヤリ・ハットに対する回答） 

 

【上記ヒヤリ・ハット事例は、これまでに注意をしていても何度も経験をしていますか】 

・スギ、ヒノキの枯れ（自己間引き）も多いので、枯れ木を切るときはよくある。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑥に対する回答） 

・何度かしている。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑨に対する回答） 

・何度もしている。 

（下刈りのヒヤリ・ハット⑧に対する回答） 

・ある。 

（下刈りのヒヤリ・ハット⑨に対する回答） 

・毎日何かはある。気づいていないだけと考える。 

（その他のヒヤリ・ハット⑤に対する回答） 

・その後あまりない。 

（その他のヒヤリ・ハット③に対する回答） 

・上記 1 回のみ 

（間伐のヒヤリ・ハット⑧に対する回答） 
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・その 1 回のみで繰り返していない。 

（枝打ちのヒヤリ・ハット①に対する回答） 

・なし 

（間伐のヒヤリ・ハット⑦に対する回答） 

・していない。 

（間伐のヒヤリ・ハット⑤に対する回答） 

・いいえ 

（造材のヒヤリ・ハット①に対する回答） 

・様々なシチュエーションで経験後は、ほとんど無い。 

（危険木伐採・特殊伐採のヒヤリ・ハット①に対する回答） 

・15 年経過した今現在経験することがあるのは猪穴に足をつまずくことくらい。 

（複数記載のヒヤリ・ハットに対する回答） 

 

【ヒヤリ・ハット事例は、誰かに報告・共有したり、書面などで蓄積等をしていますか】 

○同僚等との共有 

・同僚、友人とは常に情報交換し、経験の共有につとめている。 

・組作業の相手には、その都度、体験を例に忠告している。 

・ヒヤリ・ハットがあった場合、すぐにチーム内で共有し対策を話し合うようにしている。 

・同じ班の人には共有しているが、他ではしていない。 

・息子に事例を話して、危険を共有している。 

・作業者に共有している。 

・安全指導員をしているため、その際に事例として話している。 

・仲間内で共有している（書面にはしていない） 

○その他 

・以前は作業員全員が書面で組合に体験したヒヤリ・ハットを報告して、組合が集計した

その結果を共有していたが、現在はなくなった。 

・特になし（6 件） 
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問５ 労働災害（死亡災害や死傷災害）が起きる要因としてどのようなことがあると考え

ていますか。（特に、一人親方等ならではのものがあれば教えてください。） 

○気の緩み、過信 

・ちょっとした作業だからと危険に対する意識が低くなった時に起きる。気の緩みで。離

れて作業していることにより、助けを呼べなくて気づいてもらえない(怪我、蜂、熱中症)。 

・慣れからくる怠慢。 

・安全を軽視、あるいは自己を過信し、安直に作業にあたる場合。 

・売上げを気にして（稼ぎ）焦った状態で作業をして、注意が散漫になる。 

・間伐で死亡事故を起こしそうになったが、それは自分の狙った方向に伐倒する自信があ

ったから。今思えば何の根拠もないのに、自分の思い込みで同僚を死亡させるところだ

った。このことはしばらく眠れない日が続いて、何年も経過した今を時折思って脂汗を

掻くこともある。 

○無理をする 

・無理をしてしまうこと。特に一人作業のときによくしてしまう。 

・一人での作業のため、トラブルがあった時、自力で解決しなければならず、無理をする

ことがある。 

・状況的に、無理な作業を強いられる場合（工期・ノルマ・賃金などの面から）。 

・間伐搬出の時は、材を大切にするのでかかり木になった時、助けを呼ぶと作業効率が落

ちるので、元玉落としや、かかられている木を切ろうとする（材を大切にするため）。 

○コミュニケーション不足 

・他の作業者とのコミュニケーション不足。 

・意思疎通が十分にできていない人とのチーム作業は非常に危険。 

○その他 

・災害時に助けを呼べない。 

・不測の事態。 

・使用している林業機械が高性能林業機械でない。 

・林内作業車の転倒事故。常に一人作業で周囲には誰もいないので、全てに注意を払って

作業をしている。 

・絶えず危険に注意して仕事しているが、一瞬、それも思わぬ時に起こる事が事故につな

がる。KYT はそれなりに行なっているつもりだが。とにかく、失敗事は必ずその原因を

検証、確認して、繰り返さないようにしている。この積み重ねが事故の再発防止になる

と思う。 

・現場の声が、林災防に届いていない。無能な森林組合が、間に入る事が、問題。今回、

この様な機会を与えて頂き感謝です。 
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問６ 労働安全のために特に気を付けていることはありますか。 

（特に、一人親方等ならではのものがあれば教えてください。） 

○意識付け 

・山仕事に従事して 15 年経過しているが、これまで経験したヒヤリ・ハットを繰り返さな

いよう日々強い意志を持つ。 

・事故を起こして、組合、同僚、家族に迷惑を掛けない意思を強く持つ。 

・自らの安全は、自ら守る意思を強く持つ。 

・よく考えて行動すること。 

○作業 

・無理はしない、させない（年齢的なもの）（悪条件下の作業）。（2 件） 

・周囲の確認と慌てないこと。 

・一人作業をしない。 

○確認の徹底 

・（状況確認）、（作業予測）、（作業完了確認）の徹底。 

・朝礼、天気（風・雪・雨）。 

・確認を確実に行うように注意を払っている。 

・現場は、二つとして、同じ地形や木はないことを理解する。まずは、現場の状況把握か

ら危険個所洗い出し、作業を進める。 

○コミュニケーション 

・他の作業員との意思疎通をしっかりと行う。 

・基本的に近くで作業し、頻繁にコミュニケーションを取り合う。 

○通信機器 

・離れて作業しなければいけない場合、トランシーバーを持つ。 

・スマホを常に持つ。 

○その他 

・必ず何かの失敗、小さな事故はある。なにせ足場の悪い所で、しかも重量物や刃物を使

って仕事するのだから。ある程度の擦り傷や怪我は仕方ないが。とにかく、気分が第一、

楽しく仕事すること、第二は元気な体力を維持することである。 

・安全第一、品質第二、材を搬出する時でも、危険を感じる場合は、優良材であっても捨

てる。 

・2 重 3 重の安全対策をとっている。 

・もしかしてと予測出来ることは、必ずバックアップを取っている。 
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問７ 安全講習等の状況について教えてください。 

【安全講習等に参加する頻度はどれくらいですか】 

・年に 1 度（3 件） 

・数年に 1 度（3 件） 

・一人親方なので参加していない（3 件） 

・参加を求められたときに参加している（3 件） 

・制度改正の都度（1 件） 

・毎月（森林組合が実施する安全研修）（1 件） 

・他社の安全会議に年 2～3 回参加させてもらう（1 件） 

 

【労働安全衛生法上の特別教育などを受ける機会はありますか】 

・ある（5 件） 

・案内があれば受ける（3 件） 

・必要なものは受ける（2 件） 

・ない（最近はない）（2 件） 

・森林組合（1 件） 

・安全衛生責任者のため（1 件） 

・林業に必要な特別教育や資格はほぼ持っている（1 件） 

 

【安全講習等の情報をどこから得ていますか】 

・森林組合（5 件） 

・行政（農林事務所）（4 件） 

・林業・木材製造業労働災防止協会（2件） 

・ネットや教習所からの案内（1 件） 

・今までの経験から、講習で出る情報は大体分かっていると思う（1 件） 

・特になし（2 件） 

 

【一緒にＫＹ活動やリスクアセスメントを行う同僚等はいらっしゃいますか】 

・いる（他者と組む時）（9 件） 

・いない（5 件） 

○その他 

・危険な体験を話し合う事は、非常に良いと思う。又、それが共有できるので、その効果

は大きいが、我々一人親方は、広がりが無いので、経験を話したり、又は聞いたりする

事が出来ないのは残念である。 

・現場は、二つとして、同じ地形や木は、無い事を理解して、まずは、現場の状況把握か

ら危険個所洗い出し、作業を進める。 
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【労働安全・労働衛生に関する情報等について、距離的な制約や忙しい等の理由で、必要だと思

っているが、得られていない情報はありますか。】 

○必要だと思っているが、得られていない情報 

・ない（6 件） 

・わからない（2 件） 

○その他 

・全て 

・高所ロープ作業 

・昨今の林業界は、林業会社等企業化している。それらに対しては、行政の方から声をか

ければ情報は提供できるだろう。問題は、我々一人親方であろう。いわば「一匹狼」で

仕事をしているのでまとまりがないが、経験・知識は結構もっている。もったいないと

思う。 

・月 1 回の会議があるのでその時に情報を得られていると思う。 

・情報はいくらでもほしい。 

・何も情報がなく何も得られていない。 

・現場で実際作業している現場人が、講師として、安全指導してほしいが、情報が無い（安

全講習会は、講師が、現場を知らなすぎ）。 

 

 

問８ 林業に関する近隣の事故発生について情報を得ていますか。 

情報を得ている場合、どこから得ていらっしゃいますか。 

・請負業者、同業者、関係者（5 件） 

・森林組合（3 件） 

・新聞（3 件） 

・林業・木材製造業労働災防止協会（2件） 

・得ていない（2 件） 

・行政（1 件） 

・うわさ（1 件） 
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問９ 本事業では、林業における一人親方等の皆さまを対象とした、安全対策等に関する

パンフレットや点検マニュアルの作成を予定しております。記載してほしい内容や

望ましい形態などがありましたら教えてください。 

【望ましい形態（手帳サイズや A4 サイズなど）】 

・A4 サイズ（6 件） 

・特になし（こだわりはない）（3 件） 

・小さいサイズが良い。 

・持ち歩き用の手帳サイズと、おおきめのポスターで目につくところに貼りたい。 

・伐倒時、木寄せ時、造材、運材時等、作業の場面ごとにヒヤリ・ハット事例及び安全対

策を記載してほしい。 

・安全手帳は欲しい。A4 チラシはいらない。 

 

【記載してほしい内容】 

・事故例や資格等、知識等。 

・事故事例のできるだけ詳しい内容。 

・法令など改正点。 

・安全対策に関する防具（最新の情報）を知りたい。 

・安全な作業を行なう為には何をするべきか。 

・安全に終わりはない。忘れたころに事故が起こるので内容も大切だが、安全を意識し続

けられるように工夫してほしい。（安全の意識付け） 

・昭和 50 年頃、林災防で作成をしていた「山の安全のことわざ集」を復刻して欲しい。 

・作っても、個人に全ていくネットワークが出来ていないので、意味があるように思えない。 

・特になし（こだわりはない）（4 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 調査結果のまとめ 
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Ⅰ 調査結果のまとめと考察 

本事業の結果をまとめるに当たり、第 4章では都道府県等の一人親方等の情報伝達手法

について、第 5 章では第二種特別加入団体の実態、そして第 6 章では一人親方等個人に対

する調査結果を示してきた。 

ここでは 3 つの調査結果を総括し、都道府県の一人親方等の把握状況、一人親方等への

支援と連携、一人親方等の作業安全対策について現状及び課題を整理した上で、今後の対

応の在り方を述べていく。 

 

１ 一人親方等の把握について 

（１）都道府県の一人親方等に対する実態把握の現状 

前述（第 1 章）でも記載の通り、国ではこれまで林業の一人親方等が行う林業作業につ

いては、労働者による作業ではないことから、災害の発生状況や要因等が把握できておら

ず、災害分析や安全対策が十分に行われてこなかった現状がある。一人親方等の安全対策

を講ずる上では、国はもとより、都道府県においても一人親方等の就労実態等を把握する

ことが重要である。 

都道府県調査結果によると、各都道府県では約 1,500 人分の一人親方等をリストとして

把握していることが分かった（図表 4-2）。これは、平成 27 年に実施された国勢調査にお

ける労働者以外のうち、「雇人のない業種」6,020 人（図表 3-6）の約 25％に該当するが、

都道府県としての全国の一人親方等の把握は 2 割半ばという結果になった。 

本事業では、都道府県への調査を実施するに当たり、一人親方等の区分として「一人親

方」、「自伐林家」、「自伐型林業を行う者」、「分類をしていない」の 4 区分での把握を試み

た。実際の都道府県調査結果では、「一人親方」を把握している都道府県が 2 割半ば（12 都

道府県）、「自伐林家」「自伐型林業を行う者」「分類をしていない」では 1 割半ば（それぞ

れ 8 都道府県、6 都道府県、7 都道府県）（図表 4-1）という結果となった。このことから

約 7 割の都道府県においては、一人親方等をリストとして把握をしていないということが

理解できる。 

また、一人親方等のリストを把握していない、あるいはできていない理由としては、「把

握や区分が困難であるため」が最も多く、次いで「把握する必要性がないため」、「これま

で調査をしていないため」といった意見が多くみられた（図表 4-7）。大別すると、「把握

が困難」という、これまでの仕組みでは対応が難しいケース、「把握の必要性がない」とい

う消極的な意見に分かれている。 

一方で、一人親方等をリストとして把握している都道府県では、「実態調査により把握」

しているという意見が最も多く、次いで「事業者登録状況」、「補助事業の実績により把握」

という意見もみられ（図表 4-3）、一人親方等の把握について独自調査を実施している都道

府県や既存の仕組みの中で対応しているケースが調査結果より明らかとなった。上記の把

握方法は、各都道府県が一人親方等の把握を試みる際の有効な手法であると考えられる。 
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（２）都道府県の一人親方等の具体項目の把握状況 

次に、一人親方等の就労実態など、詳細項目の把握状況について述べていく。 

都道府県調査結果によると、一人親方等の作業内容や年間平均作業日数を把握している

都道府県は 1 割程度に留まっている（図表 4-23、4-25）。これは、「一人親方等のリストの

把握状況」と同様の結果となっている。 

また、具体的に一人親方等の作業内容・平均作業日数ついて把握している都道府県に焦

点を当てると、把握ができている都道府県では、「実態調査により把握」しているケースが

最も多く、「森林組合等からの情報提供により把握」、「認定事業体からの報告」で把握して

いるケースもみられた（図表 4-24、4-27）。ここでは、前述の「一人親方等のリストの把握

状況」に比べ、森林組合等とのつながりにより、一人親方等の就労実態を把握していると

いった意見がみられたことが特徴である。 

さらに、都道府県の一人親方等の労災保険加入者の把握状況について、都道府県調査結

果によると、約 400 人の労働者災害補償保険の加入者を把握していることが分かる（図表

4-12）。これは、『平成 30 年度労働者災害補償保険事業年報』（厚生労働省）に掲載されて

いる「労働者災害補償保険（第二種特別加入）」の 1,732 人（図表 3-7）の約 25％に該当

し、都道府県としての労災保険に加入している一人親方等の把握は 2 割半ばという結果と

なった。 

具体的な都道府県の労災保険加入者の把握状況は、「一人親方」、「分類をしていない」で

約 1 割（それぞれ 7 都道府県、5 都道府県）、「自伐型林業を行う者」では 1 割以下（2 都道

府県）、「自伐林家」では把握していないという結果だった（図表 4-11）。また、一人親方

等の労災保険加入者を把握していると回答した都道府県では、「実態調査により把握」「森

林組合経由で把握」「林業事業体改善計画の認定申請事務等で把握」「第二種特別加入団体

経由で把握」といった意見が多いことから（図表 4-13）、既存の仕組みの活用や森林組合

等関係団体とのつながりにより把握していることがうかがえる。 

 

（３）効果的な一人親方等の把握方法について 

これまでの都道府県調査結果から、約 7割の都道府県では一人親方等をリストとして把

握していないこと、また把握できている一人親方等は全一人親方等のうち、2 割半ばであ

るということが示された。 

また、多くの都道府県ではこれまでの仕組みでは一人親方等の把握が難しいといったケ

ースや、把握の必要性がなかったという意見も多くみられたが、以下では、実際に一人親

方等の把握を行っている都道府県の個別事例について参照していきたい。 
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図表 7-1 一人親方等の把握方法事例（群馬県） 

都道府県名 群馬県 

一人親方等の
把握方法 林業従事者実態調査により把握（県独自） 

調査対象 ☑一人親方 □自伐林家 □自伐型林業を行うもの 

調査実施方法 

・林業に従事することによりその対価として賃金を得たもの又は請負（受託を

含む）により収入を得た者について調査している。調査方法は、林業事業体

等（個人事業主、一人親方を含む）に対して、郵送若しくはメールにて、調

査票を送付している。対象は、前年度調査結果のほか、林業関係者からの情

報により、新規の個人事業主、一人親方を把握している。 

調 査 を 行う に
至った経緯 
（ な ぜ 一 人 親
方等の把握を
はじめたのか） 

・林業従事者の確保・育成等の施策に資するため、毎年度、林業従事者につい

て調査しており、その中で一人親方を把握している。「自伐林家」、「自伐型林

業を行うもの」については、定義によってはその中に一部含まれていると思

われるが、定義が不明瞭であること、また、必要性がないため整理していな

い。 

調査で取得し
た一人親方等
の情報の活用
状況 

・林業従事者の確保・育成等の施策立案に利用 

 

図表 7-2 一人親方等の把握方法事例（高知県） 

都道府県名 高知県 

一人親方等の
把握方法 

林業労働力調査により把握（県独自） 

調査対象 ☑一人親方 □自伐林家 □自伐型林業を行うもの 

調査実施方法 

・毎年、高知県内の林業就業者について全数調査。 

・県は、当該調査を民間事業者に委託。 

・民間事業者は、調査対象先へ調査票の郵送及び電話による調査を行い、調査

票の集計・分析及び調査報告書を作成。 

調 査 を 行う に
至った経緯 
（ な ぜ 一 人 親
方等の把握を
はじめたのか） 

・本県における林業就業者の就労状況等について実態調査を行い、林業労働力

対策及び林業・木材産業全般の基礎資料とするために調査を行っている。 

調査で取得し
た一人親方等
の情報の活用
状況 

・林業労働力対策及び林業・木材産業全般の基礎資料として活用している。 
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図表 7-3 一人親方等の把握方法事例（徳島県） 

都道府県名 徳島県 

一人親方等の
把握方法 

林業普及指導活動にて一人親方等を把握 

把握対象 □一人親方 □自伐林家 □自伐型林業を行うもの 

把 握 を 行う に
至った経緯 
（ な ぜ 一 人 親
方等の把握を
はじめたのか） 

・一人親方等の探索が主目的ではなく、伐採箇所の調査を行っている過程で把

握したものである。 

林業普及指導
活動の中でど
の よ う に 一人
親方等を把握
しているか。 

・毎年、林業普及指導員が伐採箇所の調査を行っており、森林組合が実施した

箇所以外は、可能な範囲内で、森林組合や地元市町村などから誰が実施した

か聞き取りをしており、その中に一人親方等が実施したものが含まれてい

る。（なお、森林法に基づく伐採届や保安林の伐採許可申請書も参考に調査

をしている。） 

把握した一人
親方等の情報
の活用状況 

・毎年、素材生産量を調査するため、把握した一人親方等に直接連絡を取り、

生産量の聞き取りを行っている。 

・把握した一人親方等に対しては、林業研修会や講演会など役立つ情報があれ

ば、提供するようにしている。 

 

群馬県や高知県のケース（図表 7-1、7-2）では、県独自で林業労働力調査等を実施して

いることが分かる。両県ともに、林業従事者の就労状況等を調査し、林業労働力対策や林

業従事者の確保・育成等に対する情報を得ることを目的として実施している。これらは、

一人親方等を把握することを主目的として調査を実施しているわけではないが、副次的に

一人親方等の情報を得られていることに注目したい。 

また、徳島県の事例（図表 7-3）では、林業普及指導活動時に一人親方等を把握してい

る。ここでは森林組合や市町村等への聞き取りを行い、一人親方等の活動状況を把握して

いることが特徴である。さらに、把握した一人親方等の情報を基に、当該一人親方等に対

して、林業研修会や講演会などの情報提供も行っており、行政と一人親方等の関係性の構

築に努めていることも特筆すべき点である。 

上記の一人親方等の把握事例の他にも、各都道府県では「事業者登録状況」や「補助事

業の実績」「指導林家、青年林業士等の認定申請」など、既存の仕組みの中で把握を行って

いるケースも都道府県調査結果から多くみられた。既存の事務事業等をうまく活用して一

人親方等の把握を試みることや、森林組合等の関係団体、基礎自治体とのネットワークを

密にし、情報共有体制を強化することが望ましいと考える。 
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２ 一人親方等への支援と連携について 

前項では、都道府県の一人親方等の把握状況について、現状と今後の対応策について論

じた。ここでは、都道府県及び第二種特別加入団体をはじめとした関係団体との連携、支

援の在り方について述べていきたい。 

 

（１）都道府県の一人親方等への支援の現状 

都道府県調査結果によると、一人親方等への支援の実施の有無について、「一人親方」「自

伐林家」「自伐型林業を行う者」「分類をしていない」で 1 割半ば（それぞれ 7 都道府県、

6 都道府県、6 都道府県、8 都道府県）は何らかの支援を行っているという回答が得られた

（図表 4-28）。 

一人親方等へ支援を行っている都道府県では、「林業機械等の購入、リースに関する経費

助成」が 8 件と最も多く、次いで「森林の保全管理活動等の取組を支援」「各種研修の実

施」が 5 件、「各種研修に関する経費の助成」が 4 件と続いており、大別すると経費の助成

や補助、研修の実施等の支援に分けることができる（図表 4-29）。 

また、都道府県における労災保険の第二種特別未加入者への支援状況は、「特に行っていな

い」が約 9割（42都道府県）となっており、「労災保険の第二種特別加入促進のための事業を

行っている」と回答した都道府県は 1割以下（1都道府県）に留まっている（図表 4-45）。 

第二種特別加入者への支援を行っている都道府県の回答をまとめると、「一人親方に対

する労災保険掛金の助成」「林業事業体への安全パトロールで確認・指導」「近隣府県の加

入団体の状況を情報収集し、情報提供を行っている」といった意見が得られた（図表 4-47）。 

このことから、多くの都道府県では一人親方等への支援策を講じていないことが明らか

になったともに、支援を行っている都道府県では経費に関する助成や各種研修の実施等が

行われており、都道府県の各種支援事例については横展開を図ることが望ましいと考える。 

 

（２）都道府県の一人親方等に対する情報共有の現状 

都道府県調査結果によると、都道府県林務部局と都道府県労働局との情報交流等の頻度

について、「意見交換や情報交流等を行っている」と回答した割合は 1 割半ば（7 都道府県）

となっており、「全く行っていない」が 8 割半ば（40 都道府県）という結果になった（図

表 4-43）。 

実際の意見交換等の内容は「林業の安全対策について」が最も多く 4件、次いで「労災保

険の加入状況について」が 3 件、「労働災害発生状況、防止対策について」1 件となってお

り、都道府県労働局と定期的な情報交換を行っている都道府県はわずかながら存在している

（図表 4-44）。 

また、都道府県林務部局と労災保険第二種特別加入事務局との関わり合いの頻度につい

て、都道府県調査結果によると、「関わり合いがある」と回答した割合は 1 割半ば（8 都道

府県）となっており、「全く関わり合いがない」が約 8 割（40 都道府県）という結果にな

った（図表 4-41）。労災保険第二種特別加入事務局との情報共有内容としては、「労災保険

の加入状況について」、「労災関係情報に関する情報提供を行っている」という意見もみら

れた（図表 4-42）。  
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このことから、都道府県林務部局と都道府県労働局、あるいは都道府県林務部局と特別

加入団体の間で情報共有等はほとんど行われていないことが明らかになった。効果的な施

策を講ずるためにも、労働局や特別加入団体との関係の構築が求められる。 

 

（３）都道府県および特別加入団体の一人親方等への情報発信状況の現状 

都道府県調査結果によると、都道府県から一人親方等への情報の発信状況について、「一

人親方」「自伐林家」「自伐型林業を行う者」「分類をしていない」で約 2 割（それぞれ 9 都

道府県、7 都道府県、7 都道府県、10 都道府県）の都道府県が何らかの情報発信を行って

いることが明らかになった（図表 4-30）。 

回答があった都道府県の一人親方等への情報発信手段は、「ホームページやメールなど

電子媒体による情報提供」が約 8 割、「郵送等による個別発送」が約 7 割、「組合・団体な

どを通じた広報」が約 6 割となっている（図表 4-31）。また、情報発信の内容としては、

「林業補助金制度の案内」が約 8 割、「安全衛生関係の研修の案内」が約 7 割、「機械操作

などの技術研修の案内」が約 6 割となっている（図表 4-33）。 

一方で、特別加入団体調査によれば、一人親方等への情報発信について、「特別加入団体

自ら情報発信している」が 3 割半ば、「発注元の森林組合等から情報発信している」が 2 割

半ばとなっている（図表 5-25）。これは前述の通り、都道府県が約 2 割程度の情報発信状

況だったのに対し、特別加入団体では約 6 割と、特別加入団体からの発信頻度の方が多く

なっていることが調査結果から読み取ることができる。 

加えて、特別加入団体または発注元が一人親方等へ行っている情報発信手段は、「郵送等

による個別発送」が約 8割と最も高く、次いで「ホームページやメールなど電子媒体による

情報提供」が 1割となっている（図表 5-28）。都道府県では、「ホームページやメールなど電

子媒体による情報提供」が約 8 割であったのに対し、特別加入団体では、「郵送等による個

別発送」が 8割を占めている部分については、情報伝達手法が異なる大きな特徴である。 

さらに、特別加入団体または発注元が一人親方等へ行っている情報発信の内容は、「安全

衛生関係の研修の案内」が 6 割と最も多く、次いで「労働災害発生情報」が 5 割半ば、「機

械操作などの技術研修の案内」が 3 割と続いている（図表 5-30）。情報発信の内容につい

て都道府県と比較をすると、「林業補助金制度の案内」を除き、概ね発信内容は同様である

ことがうかがえる。 

以上の結果から、約 7 割の都道府県では、一人親方等への情報発信を行っていないこと

が分かった。また、情報発信手段としては一人親方等との結びつきが強い特別加入団体に

おいて、「郵送等による個別発送」が最も高くなっていることから、電子媒体による情報提

供よりも効果的な手段であることがうかがえる。また、一部の特別加入団体については、

森林組合内に設置されているケースもあることから、森林組合経由での情報発信も効果的

であると考えられる。 
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（４）一人親方等への支援および連携体制の在り方について 

これまでの都道府県調査結果から、約 8割の都道府県では一人親方等への支援策を講じ

ていないことが明らかになった。これは、都道府県の一人親方等の把握状況と同様の結果

であるが、一人親方等の属性によって、各種支援を受けることができない状況を見過ごし

てはいけない。 

そこで、以下では実際に一人親方等の支援を行っている都道府県の個別事例について参

照していきたい。 

 

図表 7-4 一人親方等の支援事例（福島県） 

都道府県名 福島県 

事業名 福島県森林整備担い手対策基金事業（社会保障充実強化事業） 

支援対象 ☑一人親方 □自伐林家 □自伐型林業を行うもの 

財源 県単独補助（森林整備担い手対策基金） 

事業の目的 

森林整備を担う者の労働安全衛生及び福利厚生の充実、技術・技能の向上に資

する事業、その他森林整備を担う者の安定的確保を図るため、必要な事業に取

り組む。 

事業開始に 
至った経緯 － 

支援内容 
就労者の定着化を図るため、退職金共済、雇用保険及び林業一人親方の労災保

険（労災保険第二種特別加入）掛金の一部を助成する。 

補助対象 
補助割合 

林業一人親方事務組合に対し掛金の一部助成（2 分の 1以内） 

（ただし、給付基礎日額 6,000 円を上限とする） 

その他条件 

・福島県内居住で、森林整備の担い手となる現場労働者であること 

・算定年度途中で林業一人親方事務組合を脱退していないこと 

・算定年度の納付実績が 6 ヶ月以上あること 

事業実績 
（過去３年間の
利用実績） 

H29：5組合（162 人） H30：5 組合（160人） R1：4組合（131 人） 

事業が 
もたらす効果 林業一人親方労災保険への加入促進と森林整備担い手の就労条件の改善 
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図表 7-5 一人親方等の支援事例（静岡県）① 

都道府県名 静岡県 

事業名 森林技術者研修 

支援対象 ☑一人親方 ☑自伐林家 ☑自伐型林業を行うもの 

財源 県単独（森林環境譲与税） 

事業の目的 育成経営体等に所属する新規就業者等を森林技術者として育成する 

事業開始に 
至った経緯 

森林環境譲与税の創設に伴い、市町が行う森林整備量の増加が見込まれるこ

とから、森林技術者の育成が必要なため 

支援内容 

新規就業等を対象に、法令、安全教育、集材・造材技術に関する研修を実施 

①集合研修（緑の雇用ＦＷ集合研修と共同開催） 

研修生を 1か所に集め、基本的な知識・技術・技能を習得させるための座学

や実習を行う。 

②OJT 研修（70日程度） 

新規就業者に対し、各経営体における通常作業等を通じた研修を実施する。 

補助対象 
補助割合 

①集合研修 

研修の受講料は経営体の費用負担なし。 

（会場までの交通費や食事・宿泊費等は経営体の負担。） 

②ＯＪＴ研修 

 経営体は研修生一名当たり指導員を一名以上配置することし、実績が確認さ

れたＯＪＴ研修について、指導費を助成する。 

その他条件 

以下の要件を全て満たす者 

１ 経営体の要件 

・育成経営体又は育成経営体を目指す経営体 

・ＯＪＴ研修に必要な事業地を確保できる経営体 等 

２ 研修生の要件 

・林業就業経験が通算 5年未満の者 

・緑の雇用事業におけるＦＷ研修の受講経験がない者 等 

事業実績 
（過去３年間の
利用実績） 

Ｒ１実績：４人 

Ｒ２見込：８人 

事業が 
もたらす効果 

森林技術者の能力向上に資する主な研修である「緑の雇用」事業の受講者は、

認定事業体に限られていたが、自伐林家や小規模林業経営体の被用者も受講可

能となる。 
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図表 7-6 一人親方等の支援事例（静岡県）② 

都道府県名 静岡県 

事業名 指導者養成研修 

支援対象 ☑一人親方 ☑自伐林家 ☑自伐型林業を行うもの 

財源 県単独（森林環境譲与税） 

事業の目的 育成経営体等に所属する森林技術者のキャリアアップと指導者の育成 

事業開始に 
至った経緯 

森林環境譲与税の創設に伴い、市町が行う森林整備量の増加が見込まれるこ

とから、森林技術者の育成が必要なため 

支援内容 

森林技術者のキャリアアップを図るため、安全で効率的な伐木・造材・搬出

技術、現場管理、コミュニケーション能力向上等に関する研修を実施。（15 日

程度） 

補助対象 
補助割合 

研修の受講料は経営体の費用負担なし。 

（会場までの交通費や食事・宿泊費等は経営体の負担。） 

その他条件 

受講者は以下の１又は２の要件を満たす者とする。 

１ 指導林家又は青年林業士であって、地域の林業を指導する者 

２ 育成経営体又は育成経営体を目指す林業経営体に所属し、 

以下の①～③を全て満たす者 

① 林業就業経験が通算３年以上の者 

② 現場管理を行う者又は現場管理を行う見込みのある者 

③ 森林技術者の指導を行う者又は森林技術者の指導を行う見込みのあ

る者 

事業実績 
（過去３年間の
利用実績） 

Ｒ１実績：５人 

Ｒ２実績：９人 

事業が 
もたらす効果 各経営体において、適切な森林技術者の育成が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



121 

 

図表 7-7 一人親方等の支援事例（高知県）① 

都道府県名 高知県 

事業名 小規模林業アドバイザー派遣等事業 

支援対象 ☑一人親方 ☑自伐林家 ☑自伐型林業を行うもの 

財源 一般財源 

事業の目的 
小規模林業を実践する者の現場における林業技術及び安全意識の向上を図り、

労働災害を防止し、並びに安全対策を総合的に推進する 

事業開始に 
至った経緯 

小規模林業の推進に取り組むため、H27.1 に「高知県小規模林業推進協議会」

が設立された。小規模林業を行うものの技術向上や新規林業参入者の支援を行

うため、当事業を開始した。 

支援内容 

（１）アドバイザー派遣事業 

（２）先進地現地研修支援事業 

（３）安全装備導入促進事業 

（４）傷害総合保険加入促進事業 

（５）蜂刺され対策促進事業 

（６）実践現場安全点検パトロール事業 

補助対象 
補助割合 

（１）アドバイザー（現場指導を行うための知識及び経験を有する者）の派遣

による現場指導に係る報償費及び旅費：定額補助 

（２）先進地現地研修による現場指導実施に係るアドバイザーへの報償費 

：定額補助 

（３）安全装備等（保安帽、イヤーマフ、フェイスガード、防振手袋、チェー

ンソー防護衣、先芯入り滑り止め付き作業靴等）の購入費：定額補助 

（４）傷害総合保険加入に要する掛金：2 分の 1 以内 

（５）蜂刺され対策に要する経費：2 分の 1 以内 

・次に掲げる費用のうち医療機関に支払う経費（蜂アレルギー血液検査、

処方登録受託医師診察料及び自己注射管理指導料、自動注射器購入費等） 

・次に掲げる用具の購入費（毒液吸い出し救急用具等、スズメバチ忌避剤） 

（６）安全指導員（林材業労働災害防止協会高知県支部により、安全指導員と

して認められた者）派遣に要する報償費及び旅費：定額補助 

その他条件 

・「高知県小規模林業推進協議会」会員に限る。 

・（３）については、特別教育（小型車両系建設機械特別教育、走行集材機械運

転業務特別教育、簡易架線集材装置等運転業務特別教育）を全て受講した研修

生に限る。 

事業実績 

（過去３年間の

利用実績） 

①アドバイザー派遣：H29：78日 、H30：88日 、R1：75日 

②先進地現地研修：H29：－ 、H30：15 日 、R1：4 日 

③安全装備導入：H29：－ 、H30：16人 、R1：17 人 

④傷害総合保険加入：H29：18人 、H30：10人 、R1：16人 

⑤蜂刺され対策：H29：－ 、H30：1 人 、R1：1人 

⑥実践現場安全点検パトロール：H29：32日 、H30：27 日 、R1：19日 
事業が 
もたらす効果 小規模林業を行うものの技術向上や新規林業参入者の増加 
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図表 7-8 一人親方等の支援事例（高知県）② 

都道府県名 高知県 

事業名 小規模林業総合支援事業 

支援対象 ☑一人親方 ☑自伐林家 ☑自伐型林業を行うもの 

財源 一般財源 

事業の目的 
小規模林業の推進に取り組む市町村と連携して、中山間地域における雇用創出

と移住者の定住促進、林業の担い手を確保する 

事業開始に 
至った経緯 

小規模林業の推進に取り組むため、H27.1 に「高知県小規模林業推進協議会」

が設立された。小規模林業を行うものの技術向上や新規林業参入者の支援を行

うため、当事業を開始した。 

支援内容 

（１）副業型林家育成支援事業 

副業型林家の育成を目的とした、森林施業の技術などを習得する実践的な研修 

（２）林地集約化支援事業 

ア 森林情報整備事業 

森林の集約化に必要となる森林情報の収集や整備 

イ 施業集約化促進事業 

森林の集約化を進めるために必要となる現地調査、森林所有者との合意形成、

森林活用計画の作成 

（３）林業体験ツアー開催支援事業 

小規模林業による中山間地域での定住に興味を持つ方を対象に、小規模林業実

践者を訪問し、現場作業等を実体験するツアーの実施 

補助対象 
補助割合 

(１)副業型林家の育成を目的とした、森林施業の技術などを習得する実践的な

研修の実施に要する経費：２分の１以内ただし、上限は１市町村当たり 800

千円とする。 

(２) 

ア 森林経営計画を策定していない 5 ﾍｸﾀｰﾙ以上 30 ﾍｸﾀｰﾙ未満の森林の集約化

に必要となる、森林情報の収集や整備に要する経費：２分の１以内 

イ 森林経営計画を策定していない 5 ﾍｸﾀｰﾙ以上 30 ﾍｸﾀｰﾙ未満の森林の集約化

に必要となる、現地調査、森林所有者との合意形成、森林活用計画の作成

に要する経費：２分の１以内 

(３)小規模林業による中山間地域での定住に興味を持つ方を対象に、小規模林

業実践者を訪問し、現場作業等を実体験するツアーの実施に要する経費 

：２分の１以内 

その他条件 市町村が行う事業に対する補助 

事業実績 
（過去３年間の
利用実績） 

（１）：H29:３市町・173名、H30：３市町・227 名、R1：４市町・261 名 

（２）ア：H29:１町・29.97ha、H30：１町・53ha、R1：２町・21.49ha 

   イ：H29:１町・59.94ha、H30：１町・10.39ha、R1：１町・11.49ha 

（３）：H29:１町・10名、H30：１町・15名、R1：１町・15 名 

事業が 
もたらす効果 中山間地域における雇用創出と移住者の定住促進、林業の担い手の確保 
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図表 7-9 一人親方等の支援事例（福岡県） 

都道府県名 福岡県 

事業名 自伐林家育成研修 

支援対象 □一人親方 ☑自伐林家 ☑自伐型林業を行うもの 

財源 福岡県森林環境税 

事業の目的 自伐林家として活動するための基礎知識や技術の習得 

事業開始に 
至った経緯 

福岡県では、森林の荒廃の未然防止に自伐林家の力を活用するため、平成 30年

度から福岡県森林環境税を活用し自伐林家を育成することになったもの。 

支援内容 

自伐林家として活動するための基礎知識や技術が習得できる研修の実施 

（林業基礎、刈払機基礎、チェーンソー基礎、チェーンソー応用、作業路基礎、

作業路応用） 

補助対象 
補助割合 

費用：無料（但し、研修中の食事代、宿泊する場合の費用は自己負担） 

その他条件 県内在住で 18 歳以上の方 （所有森林の有無は問わない） 

事業実績 
（過去３年間の
利用実績） 

【平成 30 年度】 

 ・研修期間：平成 30 年８月 24日～平成 31年３月３日のうち延べ 22 日間 

 ・受講者：７名 

【令和元年度】 

 ・研修期間：令和元年８月 23 日～令和２年２月 10日のうち延べ 22日間 

 ・受講者：10名 

事業が 
もたらす効果 

自伐林家の活動が活性化し、森林の荒廃の未然防止が図られる。 

 

各都道府県が実施している一人親方等の支援策を概括すると、各種保険への助成、技術

者・指導者の知識や技術研修等に大別される。 

福島県の事例（図表 7-4）では、林業の一人親方事務組合を対象に掛金の一部助成を行っ

ており、林業一人親方労災保険への加入促進を行っている。一人親方等の第二種特別加入者

は平成 30年度、全国で 1,732人となっており（図表 3-7）、これは平成 27年に実施された国

勢調査における労働者以外のうち、「雇人のない業種」6,020人（図表 3-6）の 29％に該当す

るが、一人親方等の特別加入率は依然として低い。福島県の支援事例は、一人親方等の労災

保険への加入促進策として特筆すべき点である。 

また、静岡県（図表 7-5）では県単独補助で、緑の雇用事業に相当する法令、安全教育、

集材・造材技術等に関する研修を行っている。静岡県の森林技術者研修においては、一人

親方、自伐林家、自伐型林業を行う者すべてにおいて受講可能な点にも注目したい。 
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高知県（図表 7-7）においても、小規模林業を行う者の技術向上や新規林業参入者の増

加を目的として、一人親方、自伐林家、自伐型林業を行う者を対象にアドバイザーの派遣

や安全装備の購入補助、蜂刺されに対する経費の支援等総合的な展開を図っている。 

福岡県（図表 7-9）では、自伐林家、自伐型林業を行う者を対象として、自伐林家育成研

修を実施している。福岡県では、森林の荒廃の未然防止に自伐林家の力を活用するため、

自伐林家の育成に取り組んでいる。当該研修の条件として、県内在住で 18 歳以上（所有森

林の有無は問わない）としていることも、裾野を広くしており、自伐林家の育成に役立っ

ているところも特筆すべき点である。 

多くの都道府県が一人親方等への支援策を講じていない中で、上記の各都道府県の支援事

例は多くの参考となる。こうした事例について、一人親方等への支援を実施していな他都道

府県に積極的に情報発信や意見交換を行い、横展開を図っていくことが望ましいと考える。 

 

次に、都道府県の情報共有・情報発信の在り方について述べていく。約 8 割の都道府県

では、林務部局と労働局で情報交流等を全く行っていないという結果であった。また、林

務部局と労災保険第二種特別加入事務局との関わり合いの頻度も約 8割の都道府県では全

く関わり合いが無いという状況である。 

前述（第 7 章.Ⅰ-1）のように、都道府県林務部局のみで、一人親方等の情報を把握する

ことは、困難であること、また、一人親方等の情報を把握している都道府県では、森林組

合や各種団体とのネットワークを築いていることからも情報共有体制の構築は必要不可

欠である。 

現在、厚生労働省では、平成 30 年度からの 5 年間を計画期間とする「第 13 次労働災害

防止計画」を策定しており、同計画では、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する

検討会」における議論の結果を踏まえ、安全な伐倒方法やかかり木処理の方法の普及、下

肢を保護する防護衣の着用の徹底、安全教育の充実等必要な安全対策の充実強化を図ると

ともに、その周知徹底について林野庁や林業・木材製造業労働災害防止協会等の関係団体

と連携して取り組むこととされている。 

また、農林水産省では、令和 2 年から令和 3 年にかけて、農林水産業や食品産業におい

て、さらなる作業安全対策を講じるため、「農林水産業・食品産業の現場の新たな作業安全

対策に関する有識者会議」を設置し、事業者の方や事業者団体向けに日々留意し、実行し

て頂きたい事項を整理した「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定した。 

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」は農林水産業・食品産業の各業種に

共通する基本的な事項を整理した「共通規範」と、農業、林業、木材産業、漁業、食品産

業の 5 つの業種それぞれの「個別規範」としており、林業においては、作業安全確保のた

めに必要な対策や事故発生時の備え、事業者向けのチェックシート等を作成している。 

さらに、林政審議会（林野庁）では、次期森林・林業基本計画の検討の中で、「死傷年千人率

を 10 年後に半減させる」といった目標を検討しており、実現に向け一層の取組が必要である。 

上記の計画及び審議会等の内容も踏まえ、各省庁や各都道府県部局の垣根を超えた連携

及び、森林組合や木材製造業労働災害防止協会、特別加入団体等との連携体制を構築して

いくことが求められる。  
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続いて、効果的な情報発信手段等について論じていく。 

約 7 割の都道府県では、一人親方等への情報発信を行っていないことが都道府県調査結

果により明らかとなった。また、一人親方等への情報発信を行っている都道府県の情報発

信手段としては「ホームページやメールなど電子媒体による情報提供」が約 8 割、「郵送等

による個別発送」が約 7 割、「組合・団体などを通じた広報」が約 6 割となっているが、一

人親方等との結びつきが強い特別加入団体においては、「郵送等による個別発送」が最も高

くなっている。 

今回の一人親方等個人調査結果から、約半数の一人親方等は 60 代以上で構成されてい

ることが分かった。このことから、推察されるに、電子媒体による情報提供はもとより、

郵送物による個別発送等、紙媒体での情報発信においても効果が期待される。 

また、一人親方等個人調査によると、安全に関する情報の入手先として、「森林組合から

情報を入手している」というケースが約 5 割を占めていることから、都道府県からの情報

発信については引き続き継続して実施するとともに、森林組合や特別加入団体経由で情報

発信をすることが望ましいと考える。森林組合や特別加入団体経由で情報発信を行うこと

により、関係団体とのネットワーク構築にもつながり、相乗効果が期待されるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 

 

３ 一人親方等への作業安全対策について 

これまで、前項では都道府県の一人親方等の把握、支援や連携方法について述べてきた。

以下では、一人親方等の個人属性や就労状態、労働災害の発生状況等を整理し、効果的な

作業安全の対策を述べていく。 

 

（１）一人親方等の個人属性について 

一人親方等への個人調査にあたり、自身の就業区分（一人親方、自伐林家、自伐型林業

を行う者）について調査を行った。一人親方等個人調査結果によると、回答者自身の就業

区分は「一人親方」が約 8 割と最も多く、次いで「自伐型林業を行う者」「自伐林家」が約

1 割となっており、「一人親方」の回答が調査結果の構成の多くを占めていることに留意さ

れたい（図表 6-4）。 

一人親方等の年代は、「60 代」が約 3 割と最も多く、次いで「50 代」、「70 代」が約 2 割

と続いており、60 代以上が半数を占めている（図表 6-3）。この調査結果は、特別加入団体

調査において、実施した調査とほぼ同様の年齢構成となっている（図表 5-2）。 

また、参考として、一人親方等の年代構成を平成 27 年の国勢調査における林業従事者と

を比較すると次のような結果となる。国勢調査では、60 歳から 80 歳以上が 38.2％である

のに対して、一人親方等個人調査では 56.7％と高齢者が約半数を占めていることが読み取

れる。（図表 7-10）。 

 

図表 7-10 一人親方等個人調査と国勢調査における林業従事者の年代構成の比較 

年代 
一人親方等個人調査 

（N = 298） 

国勢調査（平成27年） 

（N = 45,430） 

10代 0.0 0.7 

20代 1.0 8.6 

30代 8.7 16.6 

40代 12.4 16.6 

50代 21.1 19.2 

60代 28.5 25.4 

70代 23.2 10.8 

80歳以上 5.0 2.0 

合計 100.0 100.0 

出典：総務省『国勢調査』 
 

続けて、一人親方等の 1 日の平均作業時間をみると、「6 時間超～8 時間以内」が 5 割半

ばと最も多く、次いで「4 時間超～6 時間以内」が約 3 割となっている（図表 6-9）。また、

年間の平均作業日数は、「210～249 日」が 3 割半ばと最も多く、次いで「150～209 日」、

「250 日以上」が 2 割半ばと続いている（図表 6-10）。この調査結果は、特別加入団体調査

において、実施した調査とほぼ同様の作業日数構成となっている（図表 5-22）。  
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また、参考として、一人親方等の年間の平均作業日数を平成 30 年度の森林組合の雇用労

働者の平均作業日数と比較すると次の通りとなる。森林組合統計では、「150～209 日」が

13.1％であるのに対し、一人親方等個人調査では 24.4％約 2 倍の値となっている。このこ

とから、森林組合の雇用労働者と比べ、一人親方等では年間の作業日数が多いことが理解

される。（図表 7-11）。 

 

図表 7-11 一人親方等個人調査と森林組合統計における 

森林組合の雇用労働者の年間平均作業日数の比較 

 
一人親方等個人調査 

（N = 298） 

森林組合統計（H30年度） 

における森林組合の雇用労働者 

（N = 14,701） 

59日以下 3.7 11.6 

60～149日 11.5 10.6 

150～209日 24.4 13.1 

210日以上 60.3 64.7 

合計 100.0 100.0 

出典：林野庁『森林・林業統計要覧 2020』 

 

さらに、一人親方等の林業経験年数は、「10 年以上」が約 8 割と最も多く、次いで「5 年

以上～10 年未満」が約 1 割となっている（図表 6-5）。また、林業の一人親方歴は「10 年

以上」が約 5 割と最も多く、次いで「5年以上～10 年未満」が約 2 割、「3 年以上～5 年未

満」が 1 割半ばと続いている（図表 6-6）。このことから、多くの一人親方等は林業経験年

数が 10 年以上と長く、また一人親方としての林業従事歴も長いことが読み取れる。 

加えて、林業の一人親方等になるまでの技術の習得方法について、「林業経営体等に就業

して身につけた」が約 4 割と最も多く、次いで「一人親方等に弟子入りして身につけた」

が約 3 割、「緑の雇用事業を経由して身につけた」が約 1 割となっている（図表 6-7）。 

調査結果から推察される一人親方等の属性として、60 代以上が約半数を構成しており、

年間就業日数は 210 日以上が多数を占めていることから、林業に専従していることがわか

る。また、林業経験年数は 10 年以上の熟練層が多く、一人親方としての経験年数も同様に

長い。一人親方等の施策を講じる際には、上記対象を中心層として注意を払う必要がある。 
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（２）一人親方等の作業内容 

次に、一人親方の作業内容について概観していく。 

一人親方等個人調査によると、一人親方等の仕事の主な発注先は、「森林組合」が約 6 割

と最も多く、次いで「林業経営体（森林組合以外、素材生産業者等）」が約 1 割となってい

る（図表 6-17）。このアンケート結果は、特別加入団体調査において、実施した調査とほ

ぼ同様の発注構成となっている（図表 5-6）。 

また、一人親方等の作業種別の作業内容をみると、「除伐、切捨（保育）間伐」が約 6 割

と最も多く、次いで「地拵え、植林、下刈り等」が 5 割半ば、「利用間伐（造材・運材を含

む）」が約 5 割と続いている。 

続けて、一人親方等の主な作業種（「地拵え、植林、下刈り等」「除伐、切捨（保育）間

伐」「利用間伐（造材・運材を含む）」「主伐（造材・運材を含む）」「作業道作設、補修」「森

林調査」「その他」）ごとに作業形態をみると「作業道作設、補修」を除き、すべての作業

で「一人作業」に比べ「チーム作業」が多くなっていることが分かった（図表 6-19）。 

このことから、多くの一人親方等は森林組合もしくは林業経営体経由で仕事を請け負って

おり、間伐や主伐といった作業が多くなっている。また、作業形態では一人作業に比べ、チー

ム作業が多く見られたことから、作業種及び作業形態に応じた作業安全対策が必要である。 

 

（３）一人親方等の労働災害の発生状況の現状 

一人親方等個人調査によると、労働災害の被災状況について、「休業初日から 3 日目まで

の災害」「休業 4 日上の労働災害」「日数は覚えていないが、労働災害に見舞われた」と回

答した合計を合わせると、約 5 割の一人親方等は労働災害に見舞われていることが調査結

果から明らかになった（図表 6-26）。 

さらに、労働災害の発生状況を事故の型別でみると、「切れ、こすれ」が約 3 割と最も多

く、次いで「飛来、落下」「はさまれ、巻き込まれ」が 1 割半ば、「転倒」が約 1 割と続い

ている（図表 6-27）。この結果について、都道府県調査結果（図表 4-17）、特別加入団体調

査結果（図表 5-13）と比較すると「転倒」「飛来、落下」「切れ、こすれ」については同様

に割合が高いことが読み取れる。 

また、参考として、一人親方等の労働災害の発生状況を平成 27 年から令和元年の林業従

事者の死傷災害から死亡災害を引いた数と比較すると、次のような結果となる。林業従事

者の怪我等の災害発生状況では「激突され」が 21.5％と最も多くなっているのに対し、一

人親方等個人調査では「切れ・こすれ」が 30.8％となっているのが特徴である。 
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6,901件

資料：厚生労働省『労働災害統計』

激突され

21.5%

切れ・こすれ

21.2%

飛来・落下

16.2%

転倒

11.4%

墜落・転落

10.9%

はさまれ・巻き込まれ

5.2%

崩壊・倒壊

3.7%

激突

2.5%

交通事故

0.8%

その他

6.6%

133件

資料：林業の一人親方等調査 令和2年度

切れ、こすれ

30.8%

飛来、落下

15.0%

はさまれ、巻き込まれ

15.0%

転倒

12.0%

墜落、転落

6.8%

激突

6.0%

激突され

6.0%

その他

8.3%

 

図表 7-12 一人親方等個人調査と労働災害統計における 

林業従事者の死傷災害から死亡災害を引いた数の事故の型比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『職場のあんぜんサイト』より算出 

 

このことから、約半数の一人親方等は労働災害に見舞われていることが分かり、「切れ、

こすれ」や「飛来、落下」「はさまれ、巻き込まれ」「転倒」といった事故に対して、災害

防止の周知を図ることが求められる。また、高齢の一人親方等が多いことも念頭に置く必

要がある。 

 

（４）一人親方のヒヤリ・ハットの発生状況の現状 

一人親方等個人調査について、作業種ごとに、ヒヤリ・ハットの発生状況等をみると、

特に「間伐」で 131 件、「下刈り」で 79件、「除伐」で 68 件、「主伐」で 49 件のヒヤリ・

ハットが発生していること分かった（図表 6-29）。 

間伐時は、特に「落ちて（飛んで）きたものに当たりそうになった」が多く、発生時の

原因としては「作業安全の確認が不十分」、発生時の状態としては「大丈夫だと思った」と

いう回答が多かった（図表 6-29）。 

下刈り時は、特に「転びそうになった」が多く、発生時の原因としては「作業姿勢の悪さ」、

発生時の状態としては「体のバランスをくずした」という回答が多かった（図表 6-29）。 

除伐時は、特に「落ちて（飛んで）きたものに当たりそうになった」が多く、発生時の

原因としては「作業安全の確認が不十分」、発生時の状態としては「大丈夫だと思った」と

いう回答が多かった（図表 6-29）。 

主伐時は、特に「落ちて（飛んで）きたものに当たりそうになった」が多く、発生時の

原因としては「作業安全の確認が不十分」、発生時の状態としては「予想と違った」という

回答が多かった（図表 6-29）。  

一人親方等個人調査 
林業従事者の死傷災害から死亡災害を引いた数 

（平成 27 年から令和元年の合算） 
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また、参考として、ヒヤリ・ハット経験者の発生時の状態を機能の種類※で分類すると、

「大丈夫だと思った」（思考の統合機能の不調）が 88.4％と最も多く、次いで「予想と違

った」（思考の統合機能の不調）が 67.1％、「安易に考えた」（思考の統合機能の不調）が

61.1％と続いている。下記調査結果を『北海道の林業労働者の労働災害・ヒヤリ・ハット

に関する実態について 2008（酒井明香・藤八雅幸 著）』における調査結果（図表 7-14）と

比較すると、一人親方等では「思考の統合機能の不調」が多く現れている。（※調査時点や

地域特性が異なるため単純に比較できないことに留意したい） 

このことから、「間伐」「下刈り」「除伐」「主伐」等の作業で多くのヒヤリ・ハットが発

生していることが明らかになった。また、発生時の原因として「作業安全の確認が不十分」、

発生時の状態として「大丈夫だと思った」「予想と違った」といった思い込み（思考の統合

機能の不調）が事故を誘発していることから、上記に対応したリスクアセスメントの取組

みが必要である。 

 

図表 7-13 ヒヤリ・ハット発生時の主観的な感覚・状態（一人親方等個人調査） 

機能の種類 項目 回答者数 
回答者数(216 名）

に対する比率 

場面把握機能 

見えなかった 78 36.1 

気がつかなかった 119 55.1 

聞こえなかった 10 4.6 

思考の統合機能 

大丈夫だと思った 191 88.4 

予想と違った 145 67.1 

作業に熱中していた 48 22.2 

安易に考えた 132 61.1 

ほかの事を考えていた 20 9.3 

作業行動機能 

無意識にやってしまった 24 11.1 

スピードについていけなかった 6 2.8 

体のバランスをくずした 88 40.7 

手足が思うように動かなかった 10 4.6 

感情・情動機能 

あわてていた 38 17.6 

いらいらしていた 12 5.6 

緊張していた 3 1.4 

※機能の種類の区分は今冨裕樹（2003c）『伐木作業の安全を目指して－ヒヤリ・ハット事例による伐木作業の災害

発生要因－林材安全』を参考とした。 
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図表 7-14 ヒヤリ・ハット発生時の主観的な感覚・状態 

（北海道の林業労働者の労働災害・ヒヤリ・ハットに関する実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北海道の林業労働者の労働災害・ヒヤリ・ハットに関する実態について 2008（酒井明香・藤八雅幸 著） 

※調査対象：北海道内の素材生産事業体 72 社に従事する労働者 657 名 

 

（５）一人親方等の安全装備と安全講習の受講状況の現状 

一人親方等の労働安全のための講習等の受講状況について、一人親方等個人調査結果に

よると、「林災防主催の安全講習を受講」が 5 割半ばと最も多く、次いで「労働安全衛生法

における特別教育を受講」が約 5 割、「都道府県主催の安全講習を受講」が約 3 割と続いて

いる（図表 6-30）。一方、特別加入団体調査では、労働安全研修会等の受講状況について、

発注元（森林組合等の林業経営体）主催の受講が最も多く、次いで林災防主催、公的機関

主催と続いており（図表 5-15）、特別加入している一人親方等では発注元（森林組合等の

林業経営体）主催の受講が多いことが特徴である。 

また、一人親方等の労働安全講習の受講内容は、「チェーンソーの取り扱い」が約 9 割と

最も多く、次いで「災害発生事例の共有」が約 6 割、「危険意識の醸成」が 5 割半ばと続い

ている（図表 6-32）。 

加えて、作業種別に、作業時に使用している安全・衛生装備について一人親方等に調査

したところ、植林作業、刈払機作業（下刈、除伐）、チェーンソー作業（間伐、主伐）、森

林調査、車両系林業機械作業ともに「ヘルメット」の着用率が最も高かったものの、その

他の安全装備の着用率は 5 割以下の項目も多くみられた（図表 6-21、6-22、6-23、6-24、

6-25）。 

このことから、作業時に使用している安全・衛生装備について、チェーンソー作業にお

いては、ヘルメットの着用率が 9 割という結果がみられたものの、その他の安全・衛生装

備の着用率は低い水準となっている。また、植林、刈払機作業（下刈、除伐）、森林調査、

車両系林業機械作業についても同様の結果となっていることから、関係団体と連携して安

全装備についてさらなる周知、啓発が必要である。  
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（６）一人親方等の労災保険の加入状況の現状 

一人親方等個人調査によると、労働者災害補償保険の第二種特別加入状況について、約

8 割が加入しており、加入していないは 1 割半ばとなっている（図表 6-11）。 

労災保険の第二種特別加入をしていない一人親方等にその理由を聞くと、「制度を知ら

なかった」が 5 割と最も多く、「民間保険に加入済み」が 3 割半ば、「保険料を負担したく

ない」が約 1 割となっている（図表 6-14）。 

また、第二種特別加入者の給付基礎日額は、「3,500 円」「5,000 円」がそれぞれ 2割半ば

となっており、次いで「10,000 円」が約 1 割を占めている。概ね 3,500 円～5,000円の間

で約半数の一人親方等が給付基礎日額を設定していることがうかがえる（図表 6-12、6-13）。 

特別加入団体調査によると、労災保険の加入条件は、「関係林業経営体と請負関係がある

こと」が最も多く、次いで「近隣市町村で林業を行うこと（市内在住など）地域限定」、「特

になし」と続いており、加入条件の大きな制約はみられない（図表 5-5）。 

このことから、一人親方等の約 1 割半ばが労災保険未加入という結果が示され、加入し

ていない理由として「制度を知らなかった」が 5 割と最も多くなっている。労災保険未加

入の場合、労災事故等において、多額の費用の発生や事業継続が困難となる可能性がある

ため、労災保険への加入を促す取組み、周知が必要である。 

 

（７）一人親方等への作業安全対策の在り方について 

これまでの一人親方等個人調査結果から、一人親方等の属性として、60 代以上が約半数

を構成しており、年間就業日数は 210 日以上が多数を占めていることが明らかとなった。

また、林業経験年数は 10 年以上の熟練層が多く、一人親方としての経験年数も同様に長

い。多くの一人親方等は、林業経営体や一人親方等に弟子入りして技術を身につけた上で

独立したという経歴がヒアリング調査の結果等からも推察される。 

このことから、熟練の林業従事者が多数を占める一人親方等においては、多くの経験や

ノウハウの蓄積を積み上げていると考えられるが、一方で、熟練ならではの「勘」、「経験」、

「思い込み」等により事故を誘発する可能性がある。また、加齢に伴う体力や運動機能の

低下等にも注意を払う必要があるため、一人親方等への安全対策の施策を講ずる上では、

上記の一人親方等の特性に留意する必要がある。 

 

次に、一人親方等の普段の従事作業や労働災害の発生状況等について述べていく。 

一人親方等個人調査結果からは、普段の作業として間伐、除伐、地拵え、植林、下刈り、

利用間伐といった作業に従事しているケースが多くみられた。また、仕事の主な請負先は、

森林組合や林業経営体経由であり、これらの作業についてはチーム作業（ヒアリング調査

結果等から推察されるに、森林組合の作業班や一人親方仲間、家族）等で実施していると

ケースが多いということがうかがえる。 
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また、今回の調査結果から約半数の一人親方等は何らかの労働災害に見舞われているこ

とが分かり、「切れ、こすれ」や「飛来、落下」「はさまれ、巻き込まれ」「転倒」の順に労

働災害の発生が多くなっている。この結果は、一般の林業従事者と比べ「切れ、こすれ」

が約 10 ポイント高くなっていること、一方で「激突され」が一般林業従事者に比べ約 16

ポイント低くなっていることが一人親方等の特徴であるといえる。前述の通り、間伐、除

伐、地拵え、植林、下刈り等の作業が多い一人親方等については、防護衣をはじめとした

安全装備の着用を徹底することが必要である。 

さらに、一人親方等のヒヤリ・ハットの発生状況をみると、「間伐」「下刈り」「除伐」「主

伐」等の作業で多くのヒヤリ・ハットが発生していることが明らかになった。この調査結

果は、一人親方等の普段の従事作業、労働災害の発生状況と関連性を持つものと推察され

る。また、ヒヤリ・ハット発生時の原因として「作業安全の確認が不十分」、発生時の状態

として「大丈夫だと思った」「予想と違った」といった思い込み（思考の統合機能の不調）

が事故を誘発していることも明らかとなった。熟練層ならではの思い込みや、高齢等によ

る場面把握機能の低下や体力の低下に対して、注意喚起を行う必要がある。加えて、森林

組合や林業経営体経由で仕事を請け負っているケースが多い一人親方等は、労働災害を防

止するためにも、関係団体と連携をして、ヒヤリ・ハット事例を蓄積するための仕組みづ

くりが必要である。 

 

最後に、一人親方の安全装備、安全講習等について述べていく。 

一人親方等個人調査結果によると、作業時に使用している安全・衛生装備について植林

作業、刈払機作業（下刈、除伐）、チェーンソー作業（間伐、主伐）、森林調査、車両系林

業機械作業ともに「ヘルメット」の着用率が最も高かったものの、その他の安全装備（防

護上着、防振手袋、防護ブーツ、チャップス等）の着用率は 5 割以下であった。また、ヒ

アリング調査結果においては、早朝や作業に疲れが生じた夕方等の時間帯、あるいは夏場

等の外気温が高い季節、短時間の作業時等に安全装備を十分に装着しないというケースも

散見された。一人親方等個人調査結果によれば、約 9 割の一人親方等は何らかの安全講習

を受講しているものの、実際の現場においては、安全装備の着用は不十分であるという結

果になった。 

また、安全講習の主な受講先として、特別加入団体調査や一人親方等個人調査によると、

「発注元（森林組合等の林業経営体）」や「林業・木材製造業労働災害防止協会」主催の安

全講習を受講するケースが多くみられた。効果的な作業安全対策を周知・啓発する上でも、

上記関係団体と連携をさらに深めていく必要がある。加えて、一人親方等は事業体に比べ

て安全衛生の情報入手や対策実施がしづらい可能性があるため、発注元や委託者が一人親

方等に発注する場合は、安全対策の徹底や指導・教育を実施することが望ましい。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 一人親方等の安全対策の 

取りまとめ 
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これまで、都道府県調査、特別加入団体調査、一人親方等個人調査の結果を総括し、都

道府県の一人親方等の把握状況、一人親方等への支援と連携、一人親方等の作業安全対策

について今後の対応の在り方を述べてきた。 

第７章の分析結果も踏まえ、検討会委員との審議の上、一人親方等が現場で活用できる

労働災害防止のための安全対策等のパンフレット、点検マニュアルを作成した。 

 

Ⅰ 安全対策等のパンフレット 
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Ⅱ 点検マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 資料編 
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Ⅰ 一人親方等の林業災害防止のための安全対策検討会の開催内容 

１ 第１回検討会の議事内容 
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２ 第２回検討会の議事内容 
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３ 第３回検討会の議事内容 
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４ 第４回検討会の議事内容 
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Ⅱ 調査票（都道府県等の一人親方等への情報伝達手法等に関する調査） 
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Ⅲ 調査票（労働者災害補償保険第二種特別加入団体に対する調査） 
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Ⅳ 調査票（一人親方等個人に対する調査） 
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Ⅴ ヒアリング調査票（一人親方等個人に対する調査） 
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Ⅵ 集計表（都道府県等の一人親方等への情報伝達手法等に関する調査） 
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Ⅶ 集計表（労働者災害補償保険第二種特別加入団体に対する調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



175 

Ⅷ 集計表（一人親方等個人に対する調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


